


 

 

 はじめに 

 

本市では、性別にかかわりなく、人々がそれぞれの個性と

能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実

現を目指して、平成 13 年（2001 年）に「女
ひと

と男
ひと

 変わろう 

変えよう ごせ未来計画」を策定し、さまざまな取り組みを

行ってまいりました。 

しかし、平成 25 年（2013 年）実施の「御所市人権問題及

び男女共同参画に関する市民意識調査」の結果をみると、地

域や職場、家庭などあらゆる場面において、依然として男女

の能力や役割に対する固定的な考え方が根強く残っている

ことが明らかであり、男女共同参画社会の実現に向けての課

題は山積しています。 

また、少子高齢化、人口の減少、生活スタイルや価値観の多様化など急速に変化してい

く社会情勢に対応していくためには、社会のあらゆる分野において、男女が互いに理解し、

協力しあいながら、ともに自分らしい生き方を実現できる環境づくりが必要です。 

そこで、平成 23 年（2011 年）策定の「御所市第５次総合計画」では、「自然と笑顔があ

ふれる 誇れるまち」を市の将来像とし、その中で「人権を大切にする施策」として「男

女共同参画社会の推進」に努めることを明記しました。 

このたび策定した「御所市男女共同参画基本計画」は、この総合計画と連携し、今後 10

年間において、本市が男女共同参画に関する施策を推進するための柱となるものであり、

また市民と行政が一体となって行う取り組みの方向性を示したものであります。 

今後は、本計画に基づき、市民・事業者・各種団体の方々との一層の連携をはかりなが

ら、男女共同参画にかかる施策を総合的かつ計画的に推進していく所存でありますので、

みなさまのより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、市民意識調査にご協力いただきました市

民のみなさま、また、貴重なご意見やご提言をいただきました御所市男女共同参画審議会

委員のみなさまをはじめ、関係各位に心から厚くお礼申し上げます。 

 

  平成 27 年（2015 年）３月 

 

御所市長 東 川  裕 
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男女共同参画※１社会の定義 

「男女が、社会の対等な構成員として※２、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画※３する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき※４社会」です。 

（男女共同参画社会基本法第 2 条）  

※１ 「参画」 

「参画」とは、単なる参加ではなく、より積極的に意思決定過程に加わるという意味が込められ

ています。 
 

※２ 「社会の対等な構成員として」 

男女双方とも本質的に社会の責任ある構成員であり、男女が権利、義務の対等な関係を持ってい

るということを示しています。 
 

※３ 「自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画」 

「活動に参画する」のは「自らの意思によって」という主体的な選択によるものであり、強要、

強制されるものではないことを示しています。また、参画する分野は、職域、学校、地域、家庭な

どのあらゆる分野のことを示しています。専業主婦を排除するものではありません。 
 

※４ 「男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、 

かつ、共に責任を担うべき」 

男女という性別によって利益に違いが生ずるのではなく、男女が個人の能力によって均等に参画

する機会が確保されることにより、個人の能力に応じて均等に利益を享受することができるととも

に、責任の担い方に違いがあるのではなく、男女が社会の対等な構成員として共に責任を担うこと

を示しています。 
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１．計画策定の趣旨 

平成 11 年（1999 年）に「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女共同参画社会の実

現に向けた取り組みが、法的根拠に基づいて進められることになり、平成 12 年（2000 年）

には「男女共同参画基本計画」が策定されました。 

「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画社会形成についての基本理念や、国や

市町村、国民の責務が明確にされ、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の

実現が、21 世紀の最重要課題として位置づけられています。 

このような流れを受け、御所市においても、平成 13 年（2001 年）３月に「女
ひと

と男
ひと

 変わ

ろう変えよう ごせ未来計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな

取り組みを推進してきました。 

しかしながら、「男は仕事、女は家庭」といった意識が根強く残っているのが現状で、性

別によって男女の役割を決めてしまう「固定的性別役割分担意識」の解消をはじめ、政策・

方針決定過程への男女の平等な参画、男女のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調

和）※の実現など、取り組むべき多くの課題が残されています。 

男女共同参画社会とは、個性と能力を十分に発揮しながら、互いの人権を尊重し、自分

らしく生きられる社会のことで、男女共同参画社会の実現は、より豊かで活力ある社会を

築くために必要不可欠なものです。 

少子高齢化が進み、社会経済情勢の変化や地域社会の変化、人々の生活スタイルや価値

観が多様化する中、これらの社会環境の変化に柔軟に対応し、時代に即した男女共同参画

施策を総合的かつ計画的に推進していくことが求められています。 

これらを踏まえ、男女共同参画社会の実現に向け、御所市が重点的に取り組むべき施策

の方向を明らかにするとともに、御所市における男女共同参画に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための指針として『御所市男女共同参画基本計画（以下、本計画という）』

を策定します。 

 

 

２．計画の位置づけ 

本計画は「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づく「市町村男女共同参画計画」

として位置づけます。本計画は、21 世紀の最重要課題である男女共同参画社会の実現をめ

ざした男女共同参画行動計画であり、男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画に

かかる取り組みを総合的に進めていくための施策を明らかにしたものです。策定にあたっ

ては「御所市第５次総合計画」をはじめ、市の関連計画とも連携を図っていきます。 

 また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、「女性活躍推進法」

という。）」の第６条第２項に基づく「推進計画」としても位置づけます。 
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３．計画の期間 

本計画の計画期間は平成 27 年度（2015 年度）～平成 36 年度（2024 年度）の 10 年間と

します。ただし、社会の動きや計画の進捗状況に対応した適切な施策を展開するため、必

要に応じて見直しを行うものとします。 

 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

平成 

34 年度 

平成 

35 年度 

平成 

36 年度 

          
御所市第５次総合計画 

（平成 33 年度まで） 
御所市第６次総合計画 

          

御所市男女共同参画基本計画 

          
 

 

 

 

Q．「どうして男女共同参画なの？」 

A．現在の日本では､日本国憲法をはじめさまざまな法律で｢男女平等｣が保障されて 

いるものの… 

① 固定的な役割分担意識や偏見は、私たちの意識や慣行の中に根強く残っています 

② 職場や家庭､地域社会などあらゆる場面で､男女間の不平等を感じることが多くあ

ります 

③ 特に男性は、仕事中心の働き方となっている場合が多く、家庭や社会活動への参加

が進んでいない状況です 

④ 核家族化の進行などを背景に、子育て・介護などの負担は母親に偏っているのが現

状です 

⑤ 家庭と仕事の両立ができるような仕組みが不十分など、子どもを生む・育てること

に対して安心できる環境が整っていないことが、少子化の一因となっています 

 

「男だから、女だから」という理由だけで、望むような生き方や自由な選択ができない、

チャレンジできないとしたら、本人にとっても社会にとっても大きな損失です。 

だからこそ、男女が互いの人権を尊重し、対等に社会・家庭・地域を担い、喜びも責任

も分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる仕組みづくりが必要
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になります。 

４．男女共同参画をめぐる国内外の動き 

（１）世界の動き 

女性の人権確立と男女平等の取り組みは、昭和50年（1975 年）に国際連合（以下、国連と

いう）が提唱した「国際婦人年」を契機に大きく動き始めました。その年には、メキシコシ

ティで開催された「国際婦人年世界会議」（第１回世界女性会議）において、「平等・開発・

平和」をスローガンとする「世界行動計画」が採択され、昭和 51 年（1976 年）以後 10年間

を「国際婦人の十年」と定め、各国政府に対して女性問題への取り組みの推進を求めました。 

昭和 54年(1979 年)の第 34回国連総会では「女性差別撤廃条約」が採択され、女性問題は

明確な視点を世界的に得ると同時に、各国が協力連帯していくことを国際的に合意しました。 

「国連婦人の10年」の最終年である昭和60年（1985 年）には、ナイロビで「第３回世界

女性会議」が開催され、「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」が採択され、引き続き

取り組みを進めていくことが決められました。 

平成７年（1995 年）には北京において「第４回世界女性会議」が開催され、21世紀の女性

政策の指針となる「行動綱領」と「北京宣言」が採択されました。「行動綱領」は平成12年

（2000 年）に向けて世界的に取り組むべき課題である貧困、教育、健康、暴力等12の重大問

題領域における戦略目標と、各国が取るべき行動を定めています。 

平成 12年（2000 年）には、国連の特別総会として「女性2000 年会議」がニューヨークで

開催され、「北京行動綱領」採択後５年間の実施状況の検討と評価、男女平等社会を実現する

ためのさらなる行動を求める「政治宣言」と「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行

動とイニシアティブに関する文書」が採択されました。 

平成 17年（2005 年）には、「第49回国連婦人の地位委員会」（通称「北京＋10」）がニュー

ヨークの国連本部で開催され、「北京宣言及び行動綱領」及び「女性2000 年会議成果文書」

の実施状況の評価、見直しを行うとともに、更なる実施に向けた戦略や今後の課題について

協議され、完全実施に向けた一層の取り組みを国際社会に求める宣言が採択されました。 

平成 22年（2010 年）には、第54回国連婦人の地位委員会（通称「北京+15」記念会合）が

ニューヨークで開催され、「北京宣言及び行動綱領」と「女性 2000 年会議」成果文書の実施

状況の評価について、宣言及び決議が採択されました。また、男女平等と女性の地位向上の

促進に取り組む国連の専門機関として、UN Women（ユー・エヌ・ウイメン）を設置すること

を決める決議が、国連総会において採択されています。 

平成 24 年（2012 年）には、ニューヨークで開催された第 56回国連婦人の地位委員会にお

いて、自然災害と女性に関する様々な課題について，東日本大震災の経験や教訓を各国と共

有し、より女性に配慮した災害への取り組みを促進することを目指して、日本政府が提出し

た「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議案が採択されました。
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その後、平成26年（2014 年）に日本政府より再提出され、防災・復興におけるジェンダー視

点の重要性が強調されています。 

「北京宣言」及び「行動綱領」が採択されてから20年を迎えた平成27年（2015 年）には、

第59回国連婦人の地位委員会が「北京＋20」として開催されています。 

 

 

（２）国の動き 

国では、昭和 50 年（1975 年）、総理府に「婦人問題企画推進本部」が設置され、国際婦

人年世界会議で採択された「世界行動計画」を踏まえ、昭和 52 年（1977 年）に、向こう

10 年間の我が国の女性に関する行政の課題及び施策の方向が示された「国内行動計画」が

策定されました。 

昭和 60 年（1985 年）には、国籍法の改正、男女雇用機会均等法※の制定、高校の家庭科

の男女選択必修などが施行、「女性差別撤廃条約」が批准されました。さらに、昭和 62 年

（1987 年）には、「ナイロビ将来戦略」を受けて、「西暦 2000 年に向けての新国内行動計画

（新国内行動計画）」が策定されました。 

平成６年（1994 年）には、推進体制の一層の充実を図るため、男女共同参画室及び諮問

機関として総理府に男女共同参画審議会が設置され、同年７月には「男女共同参画推進室

本部」が発足されました。男女共同参画審議会は平成８年（1996 年）に「男女共同参画ビ

ジョン」の答申を提出し、同年、男女共同参画社会の形成の促進に関する新たな国内行動

計画である「男女共同参画 2000 年プラン」を策定しました。 

平成 11 年（1999 年）には「男女共同参画社会基本法」を制定するとともに、平成 12 年

（2000 年）に、男女共同参画社会形成促進に関する施策の基本的な方向や具体的施策を示

した「男女共同参画基本計画」が策定されました。 

平成 17 年（2005 年）には、これまでの取り組みを評価、総括した上で「第２次男女共同

参画基本計画」が策定され、その後、平成 22 年（2010 年）に「第３次男女共同参画基本計

画」が策定されました。「第３次男女共同参画基本計画」においては、「改めて強調してい

る視点」とし、①女性の活躍による経済社会の活性化、②男性、子どもにとっての男女共

同参画、③さまざまな困難な状況に置かれている人々への対応、④女性に対するあらゆる

暴力の根絶、⑤地域における身近な男女共同参画の推進が掲げられています。 
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（３）奈良県の動き 

奈良県では、昭和 61 年（1986 年）に女性の諸活動の拠点となる「奈良県女性センター」

が開設され、最初の行動計画である「奈良県婦人行動計画」が策定されました。 

その後、行動計画を一部見直した「奈良県女性行動計画修正版」が策定され、平成７年

（1995 年）には庁内推進体制の強化を図るため、「男女共同参画推進本部」が創設されるな

ど、男女共同参画施策が積極的に進められてきました。 

平成８年（1996 年）には、「データにみる奈良県女性の現状－奈良県女性行動計画 10 カ

年のまとめ－」が作成されました。平成９年（1997 年）には、国の「男女共同参画 2000 年

プラン」の趣旨に沿って、「なら女性プラン 21－奈良県女性行動計画（第二期）」が策定さ

れ、奈良県の男女共同参画施策の柱となりました。 

平成 13 年（2001 年）には、「男女共同参画社会基本法」の制定を受け、男女平等実現の

基盤となる「奈良県男女共同参画推進条例」が公布、施行されました。その後、平成 14 年

（2002 年）に「なら男女共同参画プラン 21」（奈良県男女共同参画計画（なら女性プラン

21 改訂版））、平成 18 年（2006 年）に「なら男女ＧＥＮＫＩプラン」（奈良県男女共同参画

計画（第２次））が策定され、平成 23 年（2011 年）には、「なら男女ＧＥＮＫＩプラン」の

後期５年目の目標が策定されています。 

 

 

（４）御所市の取り組み 

御所市は、水平社運動の発祥の地として、常に人権問題、特に同和問題を市の最重要施

策として位置づけ、解決に向けた取り組みを推進し、平成 10 年（1998 年）には「御所市人

権擁護に関する条例」を定めました。 

男女の人権尊重への関心が高まる中、平成 10 年（1998 年）４月に、総務部企画課に女性

政策係を設置し、生涯学習事業の一環として女性セミナーを開催するなどの取り組みを進

めてきました。また、平成 11 年（1999 年）に策定した「『人権教育のための国連 10 年』御

所市行動計画」においては、女性の社会参画の支援を重要課題のひとつとし、女性の社会

参加を推進するための具体的施策の方向を示しました。 

平成 11 年（1999 年）７月には、男女共同参画行動計画の基礎資料を得るために「男女共

同参画社会実現に向けての市民意識調査」を実施し、９月には学識経験者や市民で構成す

る「男女共同参画推進懇話会」を発足させました。懇話会での審議やシンポジウムによる

地域住民からの意見聴取などを踏まえ、平成 12 年(2000 年)６月に「御所市男女共同参画行

動計画に向けての提言」を提出し、平成 13 年（2001 年）には、御所市男女共同参画行動計

画として「女と男 変わろう変えよう ごせ未来計画」を策定しました。 
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● 家族みんなで積極的に家事、子育て、介護などに参画し、喜びも責任も分かちあいます 

● お互いが協力することで家族の絆が強くなっていきます 

● 子どもの自主性と個性を大切にした育て方をしながら、子どもの多様な生き方を認めています 

● 夫婦や恋人同士など親しい間がらでも互いの人権と性を尊重しあいます 

家庭では 

● 働き方の多様化が進み、働きやすい環境のもとで、男女がともにゆとりと充実感を持って、い

きいきと働いています 

● 男女の均等な機会と待遇が確保され、性別にかかわらず、個性、能力、意欲などが十分に発揮

されています 

● 男性も女性も仕事と家庭生活がバランスよく担えるようになり、男性も育児・介護休業を積極

的に取得します 

職場では 

● 行政、企業、自治会などの方針決定の場に男女がかたよらず参加しています 

● 運営には、男女双方の意見が反映され、多様な視点が活かされています 

● 社会の慣習やしきたりが見直され、一人ひとりの考え方や行動が尊重されるようになり、誰も

があらゆる分野で活躍しています 

方針決定の
場では 

● 多様な年代の男女が地域の一員として地域活動やボランティア活動に積極的に参加しています 

● 地域活動を通して、地域の人間関係が密になり、誰もが地域の一員として、自分のまちの良さ

を実感しています 

● 地域コミュニティが強化されています 

● 地域住民の中に互助、共助の意識が浸透しています 

● 地域の活性化、暮らしの改善が進み、子どもたちが伸びやかに育つ環境が充実しています 

地域では 



 

 

 

 

 

 

第２章 御所市の現状 

１．人口の動向 

２．家族の状況 

３．就労の状況 
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１．人口の動向 

（１）総人口と年齢３区分別人口 

御所市の総人口は年々減少傾向にあり、平成 26 年では 28,350 人となっています。人

口を年齢３区分別に見ると、年齢３区分別人口比については、0～14 歳（年少人口）の割

合は減少傾向にあり、平成 26 年では 8.9％となっています。一方、65 歳以上（老年人口）

の割合は増加傾向にあり、平成 26 年では 34.6％となっています。 

 

【総人口と年齢３区分別人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢３区分別人口比の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：御所市住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

資料：御所市住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

3,135 2,999 2,828 2,705 2,536 

18,411 18,090 17,469 16,791 16,015 

9,225 9,188 9,352 9,583 9,799 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

（人）

0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口）

65歳以上（老年人口）

30,771 30,277 29,649 29,079 28,350

10.2 9.9 9.5 9.3 8.9 

59.8 59.7 58.9 57.7 56.5 

30.0 30.3 31.5 33.0 34.6 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

（％）

0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口）

65歳以上（老年人口）
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平成 26 年の御所市の人口を年齢別にみると、男女ともに 65～69 歳が最も多くなって

います。 

 

【人口ピラミッド（平成 26 年）】 

  

346

413

500

688

708

670

629

684

845

808

896

918

1,169

1,186

1,024

914

568

299

93

17

1

05001,0001,500

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

（人）

327

434

516

627

707

620

594

660

866

866

911

928

1,221

1,335

1,277

1,073

922

642

329

91

28

0 500 1,000 1,500

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

（人）

資料：御所市住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

（男性） （女性） 
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775 829 769
611 672

957 1,060 1,061 980 940

-182 -231 -292 -369
-268

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

（人）

転入数 転出数 社会動態増減

182 166 166 129 143

440
389 351 401 440

-258 -223 -185 -272 -297

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

（人）

出生数 死亡数 自然動態増減

（２）人口動態 

自然動態の推移をみると、平成 20 年以降、各年において出生数が死亡数を下回り、自

然減となっています。社会動態の推移においても、平成 20 年以降、各年において転入数

が転出数を下回り、社会減となっています。純増減については、各年 400 以上の減少と

なっており、平成 23 年でのマイナスが最も大きくなっています。 

 

【自然動態の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会動態の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口動態の推移】 
（単位：人） 

 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 

自然増減 -258 -223 -185 -272 -297 

社会増減 -182 -231 -292 -369 -268 

純増減 -440 -454 -477 -641 -565 

資料：奈良県推計人口調査（各年 10 月１日～９月 30 日） 

資料：奈良県推計人口調査（各年 10 月１日～９月 30 日） 

 

資料：奈良県推計人口調査（各年 10 月１日～９月 30 日） 
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10,510 10,824 10,937 10,848 10,586

3.43
3.29

3.09
2.90

2.77

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

（人）（世帯）

一般世帯数（総数） １世帯当たり人員

21.7 

23.7 

32.4 

56.1 

64.0 

56.3 

21.4 

11.6 

10.2 

0.8 

0.6 

0.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

御所市

奈良県

全国

（％）

単独世帯 核家族世帯 その他の親族世帯 非親族世帯

２．家族の状況 

世帯数は平成２年から平成12年にかけ増加傾向にあったものの、平成17年から減少し、

平成 22 年には 10,586 世帯なっています。一世帯当たり人員については年々減少し、平成

22年では 2.77 人となっています。 

平成 22年の世帯類型別構成比の割合をみると、ひとり暮らし世帯は21.7％、核家族世帯

は56.1％、その他の親族世帯が21.4％となっています。全国・奈良県と比べると、その他

の親族世帯の割合が最も高くなっています。 

 

【世帯数と 1 世帯当たり人員の推移】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯類型別構成比の比較（全国・奈良県）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

資料：平成 22 年国勢調査 
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71.8 72.9 
65.9 62.3 

53.8 

35.2 35.6 35.3 35.9 
32.8 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

（％）

御所市男性 御所市女性

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

平成12年 10.5 60.4 58.7 46.1 48.6 54.9 54.9 50.8 40.8 28.3 9.5

平成17年 12.3 60.0 68.1 56.2 53.6 60.6 58.5 54.4 46.0 28.0 9.7

平成22年 10.6 58.0 64.0 58.7 53.1 55.0 62.3 55.3 45.3 29.5 8.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（％）

３．就労の状況 

男性の就業率は平成７年以降年々減少し、平成22年では53.8％となっています。一方、

女性の就業率は平成 17 年までは 35％台で推移していましたが、平成 22 年では 32.8％と

なっています。 

女性の就業率を平成 12 年と平成 22 年で比べると、平成 22 年ではＭ字カーブ※の落ち

込みが緩やかになっています。 

 

【男女別就業率】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性の就業率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念 

２．計画の基本目標 
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１．計画の基本理念 

 

 

 

御所市では計画の基本理念を「自分らしく 輝いて生きるために」とし、市民一人

ひとりが社会の対等な構成員として、互いの人権を尊重し合い、性別にかかわりなく、

個性と能力を最大限に発揮し、自分らしい生き方を選択できる男女共同参画社会の実

現をめざします。 

 

 

２．計画の基本目標 

計画の基本理念の実現に向けて、次の５つの基本目標を設定し、目標ごとに施策を

展開し、計画を体系的に推進します。 

■ 基本目標Ⅰ 男女共同参画意識の浸透 

固定的な性別役割分担意識の解消に向けて、男女共同参画の視点から社会制度や慣行の

見直しを進め、男女共同参画意識の浸透を図ります。 

■ 基本目標Ⅱ 男女の平等な社会参画の促進 

社会のあらゆる分野において男女が平等に参画し、活躍することができるよう、社会の

さまざまな分野において、男女双方の意見が反映される仕組みづくりに取り組みます。 

■ 基本目標Ⅲ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進   

男女がともに経済的に自立し、ライフスタイルに応じた多様な生き方ができるよう、就

労の場における男女の均等な機会と待遇の確保に向けた取り組みを進めるとともに、ワー

ク・ライフ・バランスが実現できる環境づくりに取り組みます。 

■ 基本目標Ⅳ 誰もが安心して暮らせる環境の整備 

男女が等しく個人として尊重され、誰もが生涯を通じて安心して健やかに暮らすことが

できるよう、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※やセクシュアル・ハラスメント※な

どの性別による暴力の根絶に向けた取り組みを進めるとともに、性差に配慮した健康づく

り、生活上の困難に直面する男女への支援に取り組みます。 

■ 基本目標Ⅴ 男女共同参画の推進体制の確立 

男女共同参画社会の実現に向け、庁内の推進体制や活動拠点の整備を図るとともに、市

民や各関係団体、国及び県と連携・協力し、本計画における施策を総合的・効果的に推進

します。 
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第４章 施策の展開 

１．施策の体系図 

２．基本目標ごとの施策の展開  

基本目標Ⅰ 男女共同参画意識の浸透 

基本目標Ⅱ 男女の平等な社会参画の促進 

基本目標Ⅲ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

基本目標Ⅳ 誰もが安心して暮らせる環境の整備 

基本目標Ⅴ 男女共同参画の推進体制の確立  
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１．施策の体系図 

基本目標 基本課題 基本施策 

基本目標Ⅰ 
男女共同参画 
意識の浸透 

１．男女共同参画の視点に
立った社会制度・慣行の
見直し 

①男女共同参画意識の普及・啓発 
②男女共同参画に関する社会教育の推進 
③メディアにおける人権の尊重の推進 

２．男女共同参画の視点に
立った教育・保育の推進 

①学校における男女平等教育の推進 
②保育所、幼稚園における男女共同参画の推進 

３．男女共同参画の視点に
立った行政運営の推進 

①庁内における男女共同参画意識の浸透 
②男女共同参画の視点を踏まえた施策展開の

推進 

基本目標Ⅱ 
男女の平等な 
社会参画の 
促進 

１．市政への女性の参画の
促進 

①市政・審議会等への女性の参画促進 
②女性の職域拡大と人材育成 

２．企業におけるポジティブ・ 
アクションの推進 

①ポジティブ・アクションの推進 
②女性の職業能力の開発 

３．地域における男女共同 
参画の推進 

①政策・方針決定過程への女性の参画促進 
②女性の活躍に向けた環境整備 

基本目標Ⅲ 
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ
（仕事と生活の
調和）の推進   

１．男女平等の労働環境の
整備 

①男女平等な雇用機会・待遇の確保 
②自営業等における労働環境の整備 
③働く男女の健康の確保 

２．バランスの取れたライフ 
スタイルの確立 

①ワーク・ライフ・バランスの職場環境づくり 
②子育て・介護支援の充実 
③家庭における男女共同参画の推進 
④地域活動への男女の対等な参画の促進 

基本目標Ⅳ 
誰もが安心して
暮らせる環境の
整備 

１．男女間のあらゆる暴力 
の根絶 

①ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）対策の推進 
②セクシュアル・ハラスメント対策の推進 
③児童に対する虐待・性的被害防止に向けた 

取り組みの推進 

２．生涯を通じた男女の健康 
の確保 

①性と生殖に関する健康についての理解促進 
②ライフステージに応じた男女の健康づくり 

３．さまざまな困難を抱える 
男女の自立と生活安定 
の促進 

①ひとり親に対する支援の充実 
②生活上の困難を抱える人に対する支援の充実 
 

基本目標Ⅴ 
男女共同参画の
推進体制の確立 

１．庁内推進体制の整備 ①男女共同参画施策を推進する専門部署の強化 
②男女共同参画の庁内体制の確立 
③庁内各部署、国、県との連携強化 

２．市民等との連携の強化 ①ＮＧＯ・ＮＰＯ等、市民との連携の強化と活動の
支援 

３．総合的な相談体制と拠点 
施設の整備 

①男女共同参画に関する相談体制の充実 
②男女共同参画に関する情報提供の充実 
③拠点施設の整備と充実 
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２．基本目標ごとの施策の展開  

基本目標Ⅰ 男女共同参画意識の浸透 

 

日本国憲法に「個人の尊重」と「男女平等」の理念がうたわれ、「男女共同参画社会基本

法」が制定されるなど、法律や制度の面での男女平等は大きく前進しているものの、人々

の意識の中には「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識が深く

根付いており、その意識が影響した社会制度や慣行は依然として存在しています。 

男女共同参画社会を実現するためには、長い歴史の中で培われた性別による固定的な役

割分担意識を解消し、市民一人ひとりが男女共同参画についての理解を深め、意識を高め

ていくことが大切です。 

 

 

指標 現状値（平成 25 年度） 目標値（平成 34 年度） 

「男女共同参画社会」という言葉を知っている
人の割合 

男性 45.8％ 
女性 39.8％ 

100.0％ 

「男は仕事、女は家庭」という考え方に否定的
な人の割合 

男性 40.3％ 
女性 38.7％ 

50.0％ 

「社会全般で男女の地位は平等である」と感
じている人の割合 

男性 27.7％ 
女性 14.6％ 

50.0％ 

男女共同参画に関する市民講座等の開催回
数 

年１回 年３回 

市職員研修の開催回数 年１回 年２回 
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基本課題１． 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し 

 

平成 25 年度実施の市民意識調査の結果をみると、「男は仕事、女は家事・育児」という

考え方について、男女とも、否定派（「そう思わない」＋「どちらかといえばそう思わない」）

が肯定派（「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」）を上回ってはいるものの、男性

の 33.1％、女性の 27.5％が肯定派となっています。また、男女ともに６割半ば以上の人が、

社会通念、風潮、しきたりにおいて『男性が優遇』（「男性が非常に優遇されている」＋「ど

ちらかといえば男性が優遇されている」）であると感じています。 

市民一人ひとりが、固定的な性別役割分担にとらわれることなく、あらゆる場面におい

て男女平等の視点を持つことができるよう、効果的な広報・啓発活動、学習機会の充実に

取り組みます。また、メディアが社会に与える影響は極めて大きいという点から、男女共

同参画の視点に配慮した情報発信に努めるとともに、情報の受け手側のメディア・リテラ

シー※（情報を正確に読み取る能力）向上に取り組みます。 

 

【「男は仕事、女は家事・育児」という考え方について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会通念、風潮、しきたりにおける男女の平等感】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 25 年度「御所市人権問題及び男女共同参画に関する市民意識調査」 

資料：平成 25 年度「御所市人権問題及び男女共同参画に関する市民意識調査」 

5.4%

5.7%

27.7%

21.8%

25.9%

30.3%

12.0%

14.6%

28.3%

24.1%

0.6%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男 性

(n=166)

女 性

(n=261)

16.3%

24.9%

51.2%

44.8%

19.3%

10.7%

3.0%

1.1%

0.0%

0.0%

6.0%

11.5%

4.2%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男 性

(n=166)

女 性

(n=261)

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらとも

いえない

どちらかといえば

そう思わない

そう思わない 無回答

男性が非常

に優遇されて

いる

どちらかといえば

男性が優遇

されている

平等で

ある

無回答わから

ない

どちらかといえば

女性が優遇

されている

女性が非常

に優遇されて

いる
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基本施策① 男女共同参画意識の普及・啓発 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

１ ■男女共同参画に対する意識の向上 

男女共同参画社会の重要性について、広報紙、ホームページ、ポ

スター等、市のあらゆる媒体による啓発活動を行うとともに、よ

り効果的な啓発方法を検討します。 

人権施策課 

２ ■男女平等意識の浸透 

社会制度上の男女平等意識の向上と社会通念や慣習における固

定的性別役割分担意識の解消を図るため、あらゆる機会を通し

て、市民に対する啓発を進めるとともに、効果的な啓発方法を検

討します。 

人権施策課 

３ ■男女共同参画に関する啓発資料の作成 

男女共同参画に関する啓発資料を作成し、市役所の窓口等で市民

に配布します。 

人権施策課 

４ ■男女共同参画の視点に立った学習機会の提供 

市が開催する講座や講演会等に男女共同参画の視点を取り入れる

とともに、学習機会の周知に努め、多くの市民の参加を促進します。 

生涯学習課 

５ ■関連法令の周知 

「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法※」、「ストーカー規

制法」「女性活躍推進法」等、男女共同参画にかかわる法律の動

向について、市民や企業、団体等への情報提供を行います。 

農林商工課 

人権施策課 

６ ■男女共同参画に関する取り組み事例の紹介 

男女共同参画に関する情報収集を行うとともに、国や県の取り組

みや他市町村の先進事例等の情報を広く市民に発信します。 

人権施策課 

 

基本施策② 男女共同参画に関する社会教育の推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

７ ■男女共同参画意識向上に向けた学習機会の提供 

男女共同参画の意識づくりや固定的性別役割分担意識の解消に

向けた各種講座、イベント等の実施に努めるとともに、より効果

的な啓発活動となるよう内容の充実を図ります。 

人権施策課 

生涯学習課 

８ ■男女双方の課題に対応した学習機会の提供 

男女双方の意識改革を進めるため、女性向けのエンパワーメント※

講座、男性向けの男女共同参画講座等、性別で異なる課題に対応

した学習機会の提供に努めます。 

人権施策課 

生涯学習課 

９ ■男女共同参画の視点を活かした地区別学習会の開催 

地区別学習会において、男女共同参画の視点から多様なテーマの

選定に努めます。 

人権施策課 
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施策
№ 

具体的施策 担当課 

10 ■学習機会に関する情報の提供 

市の広報やホームページ等を活用し、男女共同参画に関する学習

機会の情報を広く市民に発信します。 

人権施策課 

生涯学習課 

11 ■幅広い年代の参加促進 

幅広い年齢層が講座や学習会を利用できるよう、テーマや開催日

時に配慮するとともに、託児や手話通訳等の多様なニーズへの対

応を検討します。 

人権施策課 

生涯学習課 

 

基本施策③ メディアにおける人権の尊重の推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

12 ■男女共同参画の視点に配慮した情報発信 

男女共同参画の視点を持った情報発信ができるよう、国や県のガ

イドブック等を市職員に配布し、職員の意識向上を図ります。 

人権施策課 

13 ■市の広報等における表現等の見直し 

男女共同参画の視点から、市の広報紙やホームページ等の内容・

表現を点検し、問題ある表現の撤廃を行うとともに、点検機関の

設置を検討します。 

人権施策課 

14 ■メディア・リテラシーの向上 

メディア・リテラシーをテーマとした講演会等を開催するなど、

メディア・リテラシーを身につけるための学習機会の充実を図り

ます。 

人権施策課 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし、活用する能力、メディアを通じて

コミュニケーションする能力の 3 つを構成要素とする複合的な能力のことです（メディアとは情報

を人々に伝える媒体・手段のことで、主に新聞・雑誌・テレビなどを指しています）。 

用語解説「メディア・リテラシー」 



- 32 - 

18.2%

3.9%

5.1%

42.5%

25.3%

41.4%

1.1%

5.7%

22.8%

15.2%

34.3%

12.4%

1.6%

14.9%

9.4%

32.6%

0.5%

33.3%

9.0%

29.9%

23.9%

5.1%

2.3%

34.3%

6.4%

19.1%

0.9%

5.1%

32.9%

19.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

活発で行動的

おとなしい

たくましく頼りがいがある

愛きょうがあり、誰にでも好かれる

自分の考えを人前ではっきり言う

人にやさしく、親身になって人の面倒をみる

先頭に立って人を引っ張っていく

素直でよく言うことを聞く

物事を自分の考えで決めて、最後までやり抜く

感性が豊か

礼儀作法を心得ている

家事を上手にできる

仕事を要領よくこなす

経済的・社会的な自立心

組織での他人との協調性

(n=435)

基本課題２． 男女共同参画の視点に立った教育・保育の推進 

 

市民意識調査の結果をみると、子どもがどのように育ってほしいと思うかについて、女

の子には「愛きょうがあり、誰にでも好かれる」、「人にやさしく、親身になって人の面倒

をみる」、「礼儀作法を心得ている」、「家事を上手にできる」を期待する割合が男の子より

10 ポイント以上高くなっているのに対し、男の子には「たくましく頼りがいがある」、「経

済的・社会的な自立心」、「活発で行動的」、「物事を自分の考えで決めて、最後までやり抜

く」、「組織での他人との協調性」を期待する割合が女の子より 10 ポイント以上高くなって

おり、子どもの性別によって期待されることに違いがみられます。 

次代を担う子どもたちが、小さい頃から男女共同参画を理解し、性別にとらわれず、社

会のあらゆる分野で個性と能力を発揮することができるよう、子どもの発達段階に応じた

男女平等教育を推進するとともに、教職員や保護者の男女平等意識を高めるための取り組

みを進めます。 

 

【子どもがどのように育ってほしいと思うか（３つまでの複数回答）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 25 年度「御所市人権問題及び男女共同参画に関する市民意識調査」 

女の子の場合 男の子の場合
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基本施策① 学校における男女平等教育の推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

15 ■学校における男女平等教育の推進 

児童・生徒の発達段階に応じた男女平等教育を推進するととも

に、男女平等教育推進のモデル校づくりを検討します。 

学校教育課 

16 ■キャリア教育の推進 

児童・生徒が豊かな職業観を育み、社会人として将来自立するこ

とができるよう、児童・生徒の年齢に応じたキャリア教育※を推

進します。 

学校教育課 

17 ■男女混合名簿の推進 

男女平等教育を推進するため、小・中学校における男女混合名簿

の使用を徹底します。 

学校教育課 

18 ■学校教育における固定的性別役割分担意識の見直し 

学校での男女平等教育の内容や方法、男女の異なる評価基準、隠

れたカリキュラム、必要以上に男女を分ける慣行を見直し、男女

平等教育のさらなる充実を図ります。 

学校教育課 

19 ■教職員への意識啓発 

教職員研修、管理職員研修等の機会を通じ、男女共同参画意識の

啓発を行うとともに、男女共同参画の視点から学習指導内容の見

直しを進めます。 

学校教育課 

20 ■教職員の指導力の向上 

固定的性別役割分担意識にとらわれない教育・指導が行えるよ

う、教職員研修、管理職員研修を実施します。 

学校教育課 

21 ■学校運営における男女平等の推進 

教職員の男女比のアンバランス、教科による偏り、校務分担を見

直し、学校運営における男女平等を推進します。 

学校教育課 

22 ■女性管理職の登用促進 

校長（園長）、教頭、指導主事等、女性の管理職登用を促進し、

男女双方の視点を取り入れた学校運営を行います。 

人事課 

学校教育課 

23 ■保護者への意識啓発 

家庭における男女平等教育を推進するため、学校の懇談会等を活

用して啓発資料を配布するなど、保護者に対する意識啓発に努め

ます。 

学校教育課 

 

24 ■男女共同参画の視点に立ったＰＴＡ活動の推進 

男女共同参画の視点に立ったＰＴＡ活動が行えるよう、男性の参

加、女性の会長職就任などを積極的に促進します。 

学校教育課 

生涯学習課 
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基本施策② 保育所、幼稚園における男女共同参画の推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

25 ■男女共同参画の視点を活かした保育・教育の推進 

保育所、幼稚園の教材や玩具等について、男女共同参画の視点か

ら点検を行い、行事での役割や服装、持ち物の色についても男女

の区別がないように配慮します。 

子育て推進課 

学校教育課 

26 ■男性の保育士・幼稚園教諭の採用の促進 

保育所、幼稚園において、男女双方の視点が活かされるよう、男

性保育士、男性幼稚園教諭の雇用に配慮します。 

人事課 

子育て推進課 

27 ■保育士、幼稚園教諭の指導力の向上 

固定的な性別役割分担意識にとらわれない保育や教育が行える

よう、保育士や幼稚園教諭に対する研修を進めます。 

人事課 

子育て推進課 

学校教育課 

28 ■保護者への意識啓発 

家庭における男女平等教育を推進するため、保育所や幼稚園の行

事等を活用して啓発資料を配布するなど、保護者に対する意識啓

発に努めます。 

子育て推進課 

学校教育課 
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基本課題３． 男女共同参画の視点に立った行政運営の推進 

 

男女共同参画社会の実現に向けて、行政が果たすべき役割は大きく、男女共同参画のま

ちづくりのためには、市自らが男女共同参画のモデル職場となるよう率先して行動するこ

とが重要です。 

市の全職員が男女共同参画に対する正しい知識を持ち、男女共同参画の視点を踏まえた

市政が行えるよう、研修等による意識の啓発に取り組むとともに、男女共同参画に関する

情報収集・発信等を積極的に行います。 

 

基本施策① 庁内における男女共同参画意識の浸透 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

29 ■職員に対する研修機会の充実 

男女共同参画に関する職員研修を実施するとともに、男女共同参

画の施策にかかわる職員に対する研修の充実を図ります。 

人事課 

人権施策課 

学校教育課 

30 ■男女共同参画に関する各種学習会への参加促進 

市の特性に応じた男女共同参画施策を展開するため、男女共同参

画に関する市の各種講座や事業、国や県が実施する研修等への職

員の参加を促進します。 

人事課 

人権施策課 

31 ■庁内における固定的性別役割分担意識の見直しの促進 

市職員で構成する男女共同参画推進委員会が中心となり、庁内にお

ける固定的性別役割分担意識に基づく慣習・慣行の見直しに向けた

啓発を進めます。 

人事課 

人権施策課 

 

基本施策② 男女共同参画の視点を踏まえた施策展開の推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

32 ■適正な人事配置と評価の促進 

市職員の募集や採用、人事配置、昇格・昇進などにおいて男女差

が生じないよう配慮し、技術職、技能・労務職への女性の採用、

保育士等への男性の採用などを図り、市政に男女双方の視点を活

かします。 

人事課 

33 ■女性の視点を活かした情報の発信 

市の広報紙等、刊行物の作成において、女性の視点も活かし、男

女双方の意見の反映に努めます。 

全課 

34 ■男女共同参画の視点を踏まえた施策の推進 

職員研修に男女共同参画をテーマとした内容を盛り込むととも

に、男女共同参画の視点を踏まえた施策立案能力向上のための研

修を行います。 

人事課 

人権施策課 
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施策
№ 

具体的施策 担当課 

35 ■男女共同参画に関する先進事例を活かした施策の展開 

男女共同参画に関する国や県の取り組みや他市町村の取り組み事

例の情報を収集し、市の特性に応じた施策の展開に活かします。 

人権施策課 

36 ■男女共同参画に関する調査・研究の実施 

市民意識調査の実施等、男女共同参画に関する定期的な実態把握

を行い、調査結果を市政へ反映するよう努めます。 

人権施策課 
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基本目標Ⅱ 男女の平等な社会参画の促進 

 

近年、女性の社会進出が進み、さまざまな分野で活躍する女性も増えてきているものの、

政治や行政、企業などにおける政策や方針決定の場に参画する女性はまだまだ少ないのが

現状です。 

男女共同参画社会を実現するためには、男女があらゆる分野に参加するだけでなく、政

策や方針決定の場に対等に参画し、政策や方針に男女双方の視点や意見を積極的に反映す

ることが大切です。 

 

 

指標 現状値（平成 25 年度） 目標値（平成 34 年度） 

市議会における女性の割合 17.3％ 30.0％ 

市職員（一般行政職）の女性管理職の割合 9.5％ 30.0％ 

審議会等※における女性委員の割合 16.8％ 30.0％ 

女性自治会長の割合 3.3％ 3.7％ 

※地方自治法（第 202 条の３）に基づく審議会等 

（注）現状値（平成 25 年度）の数値は平成 25 年４月１日現在の値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 38 - 

基本課題１． 市政への女性の参画の促進 

 

国においては、社会のあらゆる分野において、2020 年までに指導的地位に女性が占める

割合を少なくとも 30％程度とする「2020 年 30％」の目標が掲げられていますが、平成 25

年４月１日時点の御所市の審議会委員における女性委員の割合は 16.8％、一般行政職にお

ける女性管理職の割合は 9.5％と、国の目標にはまだまだ遠いのが現状です。 

社会のあらゆる分野の政策・方針決定へ男女双方の視点が活かされるよう、女性が市政

に積極的に参画できる環境整備に取り組むとともに、女性の職域拡大と人材育成に向けた

取り組みを進めます。 

 

【審議会等※における女性委員の割合（平成 25 年４月１日時点）】 

※地方自治法（第 202 条の３）に基づく審議会等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 一般行政職における女性管理職の割合 （平成 25 年４月１日時点）】 
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基本施策① 市政・審議会等への女性の参画促進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

37 ■女性の参画拡大に対する理解促進 

責任ある立場への女性の参画に対する理解を深めるため、全職員

に対して女性の参画拡大の重要性の周知を図ります。 

人権施策課 

38 ■各種審議会・委員会への女性の参画促進 

審議会・委員会等への男女の平等な登用に向け、女性委員の登用

基準の見直しを図るとともに、女性委員が未参画な審議会・委員

会等の解消に努めます。 

関係各課 

39 ■公募制による委員選出 

審議会・委員会などの委員の選出に公募制を導入し、女性の登用

を促進します。 

関係各課 

40 ■各種プロジェクトへの女性の参画促進 

男女双方の意見が市政に活かされるよう、市の政策を研究・立案

する各種プロジェクトへの女性職員の積極的登用を図ります。 

人事課 

41 ■各種計画策定における女性の参画促進 

まちづくりに女性の意見が反映されるよう、計画の策定委員会、

策定プロジェクト等への女性の参画を促進します。 

まちづくり推進課 

 

基本施策② 女性の職域拡大と人材育成 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

42 ■女性職員の能力の向上 

女性職員の職域拡大、積極的登用に向け、県が実施する女性の能

力開発、キャリア形成に関する研修会等の情報収集・提供を行い

ます。 

人事課 

人権施策課 

43 ■女性の人材の育成 

地域で活躍する女性の人材の育成に努め、各種審議会・委員会等

への登用を進めます。 

人権施策課 

生涯学習課 
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基本課題２． 企業におけるポジティブ・アクションの推進 

 

女性が企業・団体等の方針決定の場へ参画していくことができるよう、企業に対し、女性の

参画拡大への重要性の周知を図るとともに、積極的な改善措置に対する情報提供を行います。

また、女性のエンパワーメントに向け、学習機会の提供や支援体制の整備に取り組みます。 

 

基本施策① ポジティブ・アクションの推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

44 ■女性の参画拡大に対する理解促進 

女性の参画拡大の重要性について啓発を行い、女性の積極的登用

への働きかけを行います。 

農林商工課 

45 ■ポジティブ・アクションに関する学習機会の提供 

企業や団体等に対し、意思決定の場への女性の参画やポジティブ・

アクション（積極的改善措置）※に関する研修、講座等、学習機会

の提供に努めます。 

人権施策課 

46 ■ポジティブ・アクションに関する情報提供 

女性の職域拡大やポジティブ・アクションの取り組み事例やその

効果について、企業・団体等へ情報提供を行い、女性管理職の登

用と女性の職域拡大を促進します。 

農林商工課 

 

基本施策② 女性の職業能力の開発 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

47 ■男女対等な職業観・労働観の確立 

学校、企業、能力開発を行う関係機関が連携し、男女の対等な職

業観、労働観を育成するための学習機会を提供するとともに、市

民への情報提供に努めます。 

農林商工課 

人権施策課 

48 ■女性のエンパワーメント講座等の開催 

女性のエンパワーメントの視点に立つ各種講座やシンポジウム

等を開催し、女性の社会参画についての啓発を進めます。 

人権施策課 

49 ■女性の起業への支援 

起業を希望する女性に、事業・経営知識等、起業に向けた情報の

提供を図ります。 

農林商工課 

50 ■相談窓口の充実 

女性の職業能力開発に向けた支援や相談窓口の設置を行い、関係

機関との連携により、女性の就労支援に努めます。 

人権施策課 

 

 

 

固定的役割分担意識や過去の経緯から、「管理職の大半が男性」、「経営者に女性が少ない」などの男女労

働者間に生じている差を解消するために、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取り組みのことです。 

用語解説「ポジティブ・アクション（積極的改善措置）」 
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基本課題３． 地域における男女共同参画の推進 

 

平成 25 年４月１日時点の御所市における女性自治会長の割合は 3.3％と１割を下回って

いる現状です。 

男女がともに地域づくりを担うことができるよう、地域の方針決定の場への女性の積極

的登用と人材育成に向けた取り組みを進めます。また、近年、自然災害等の危機事象が多

発していることから重要性が高まっている防災の分野において、女性の視点を取り入れた

対策が図られるように取り組んでいきます。 

 

【女性自治会長の割合（平成 25 年４月１日時点）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策① 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

51 ■女性の参画拡大に対する理解促進 

地域の意思決定の場へ女性が参画していけるよう、各種団体等の

関係者に対して、男女共同参画についての研修や受講機会を提供

します。 

人権施策課 

52 ■自治会活動への女性の参画促進 

自治会等からの要望等を伺いながら、自治会活動への女性の参画

を進めます。 

まちづくり推進課 

53 ■地域防災への女性の参画促進 

地域の防災・災害復旧体制などにおいて男女のニーズの違いに対

応した被災者支援や避難所運営が行われるよう、防災会議等への

女性の参画を図ります。 

地域協働安全課 
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資料：男女共同参画局 

個人が社会の一員としての自覚と能力を高め、社会のあらゆる分野で、政治的、経済的、社会的、文化的

に力をつけ、主体性を持って自分が持つ力を発揮し、行動していくことをいいます。 

用語解説「エンパワーメント」 
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基本施策② 女性の活躍に向けた環境整備 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

54 ■女性のリーダーの育成 

女性のコミュニティ組織の活動を支援することで、女性の人材育

成を図るとともに、地域社会で活躍できる女性リーダーの育成を

行います。 

人権施策課 

生涯学習課 

55 ■研修会等への人材の派遣 

あらゆる分野でリーダーとなる女性を育成するため、国や県の研

修会等へ女性を派遣します。 

人事課 

人権施策課 

56 ■自主的な活動への支援 

女性のエンパワーメントにつながる講座の開催を通じて、男女共

同参画に関する活動団体を育成し、自主的な活動の支援の充実を

図ります。 

人権施策課 

生涯学習課 

57 ■団体間のネットワークの整備 

女性のエンパワーメントに取り組む各団体の指導者が情報・意見

交換を行う場を設けるなど、団体間のネットワークづくりに取り

組みます。 

人権施策課 

生涯学習課 
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基本目標Ⅲ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

 

近年、ライフスタイルの変化や就労意欲の高まりにより、働く女性が増加し、男女雇用

機会均等法をはじめとする関連法令等の改正等、法制度の整備が進められてきました。し

かしながら、賃金や昇進、昇格における男女格差は依然として存在し、就労の場における

男女平等は進んでいるとはいえない状況です。女性においては、結婚や妊娠・出産を機に

離職する場合も多いのが現状ですが、一旦離職すると、希望通りに再就職することが難し

いという課題もあります。 

また、共働き家庭も増える中で、「家事や育児、介護などは女性の役割」という固定的な

性別役割分担意識が根強く残っていること、男性は仕事中心の働き方を変えることが難し

いことなどの理由から、家庭での負担は女性に偏っているのが現状です。 

働く男女が対等な立場で能力を発揮し、仕事と生活の両立を図ることができるよう、男

女がともに働きやすい職場環境づくりとともに、ワーク・ライフ・バランスの意識の浸透

に取り組む必要があります。 

 

 

指標 現状値（平成 25 年度） 目標値（平成 34 年度） 

職場において「男女格差はない」と感じている
人の割合 

男性 30.7％ 
女性 20.7％ 

50.0％ 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を知って
いる人の割合 

男性 18.5％ 
女性 13.1％ 

100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「仕事」と家庭や地域生活など「仕事以外の生活」の両方を充実させる生き方のことです。 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた基本的理念を示す「ワーク・ライフ・バランス憲章」では、

仕事と生活の調和が実現した社会は、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事

上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各

段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされています。 

用語解説「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」 
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基本課題１． 男女平等の労働環境の整備 

 

市民意識調査の結果をみると、男女ともに５割半ば以上の人が、職場において『男性が

優遇』（「男性が非常に優遇されている」＋「どちらかといえば男性が優遇されている」）で

あると感じています。 

雇用の場における男女の均等な機会と待遇が確保されるよう、関係法令等の幅広い周知

に努め、それぞれの能力に応じた適正な処遇と労働条件が確保されるよう啓発活動を進め

ます。特に、農林業、商工等の自営業に従事する女性は、その働きが十分評価されず、労

働条件や報酬などの面において曖昧な状況に置かれている場合も多いことから、農林業、

商工等の自営業に従事する女性が、適正な評価と対等な立場で経営に参加できるよう、女

性従事者の労働環境改善に取り組みます。 

また、男女ともに個性と能力を発揮し、いきいきと働くためには、職場において健康が

確保される環境を整備することが重要であることから、働く男女の健康確保に向けた取り

組みを進めます。 

 

【職場における男女の平等感】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 25 年度「御所市人権問題及び男女共同参画に関する市民意識調査」 
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基本施策① 男女平等な雇用機会・待遇の確保 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

58 ■職場における習慣・慣行の見直しの促進 

企業や団体等に対し、職場における固定的性別役割分担意識に根

付いた慣習・慣行の見直しについて、啓発活動を進めます。 

農林商工課 

人権施策課 

59 ■労働関係法令の周知・啓発 

男女の均等な雇用機会と待遇の確保に向け、労使双方に対し、「労

働基準法」や「男女雇用機会均等法」「女性活躍推進法」につい

て周知・啓発を進めます。 

農林商工課 

人権施策課 

60 ■非正規労働者の雇用環境の整備促進 

パートタイム労働者や派遣労働者等の非正規雇用者の就業条件

について、正規労働者との差が生じないよう、企業や団体等へ働

きかけを行います。 

農林商工課 

人権施策課 

61 ■女性の雇用環境に対する調査の実施 

経済状況に影響されやすい女性の就労について、実態調査を行

い、問題を把握し、働く場の創出、雇用の確保等の対策を検討し

ます。また、ハローワーク等との連携により、女性の就労支援に

関する情報提供に努めます。 

農林商工課 

人権施策課 

62 ■労働相談、情報提供に関する取り組み 

ハローワーク等と連携をとりながら、市民からの労働相談に対応

し、情報提供、職業相談等を進めます。 

人権施策課 

 

基本施策② 自営業等における労働環境の整備 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

63 ■女性従事者の地位向上に向けた取り組み 

農林業、商工業等の自営業者に対し、女性従事者が経営上の対等

なパートナーであることへの認識を深めるための啓発に努める

とともに、女性従事者自身の意識を高め、女性従事者の意思決定

への参画を促進します。 

農林商工課 

 

64 ■家族経営協定に関する情報提供 

農林業、商工業等の自営業者において、家族従業員の労働環境・

条件の向上を図るため、家族経営協定※の締結等に関する情報提

供に努めます。 

農林商工課 

 

65 ■女性従事者の年金制度への加入促進 

女性従事者の将来の生活保障に向け、年金制度への加入を呼びか

けるとともに、年金等の問題に対応する相談窓口の整備に努めま

す。 

農林商工課 
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施策
№ 

具体的施策 担当課 

66 ■委員会への女性の登用 

女性が生産や経営方針決定の場に積極的に参加し、女性の意見が

方針決定に反映されるように、農林業各団体のあり方の見直しを

行うとともに、長期的視点に立ち、農業委員会への女性の登用を

促進します。 

農林商工課 

67 ■女性の活躍の環境づくり 

女性の農業委員が誕生することができる環境づくり、雰囲気づく

りを進め、女性から農業政策の提案が生まれるよう、女性が集ま

る場の提供を行います。 

農林商工課 

 

基本施策③ 働く男女の健康の確保 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

68 ■庁内における健康管理体制の充実 

市内の企業において、従業員の健康管理に対する取り組みが進む

よう、一事業所として、市役所が率先して職員の健康管理体制の

充実を図ります。 

人事課 

69 ■労働安全衛生法の周知・啓発 

労働安全衛生法の周知・啓発を行うとともに、職場におけるメン

タルヘルス等健康管理の重要性についても啓発を進めます。 

人事課 

農林商工課 

70 ■相談体制の整備への呼びかけ 

企業や団体等に対し、従業員の心身の健康保持のため、職場での

健康に関する相談窓口を設置するよう、啓発を進めます。 

農林商工課 
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基本課題２． バランスの取れたライフスタイルの確立 

 

市民意識調査の結果をみると、家庭の妻と夫の役割分担については、「土地や家屋の購入

決定」では主に男性の役割であると回答する割合が高く、そのほかの項目では主に女性の

役割であると回答する割合が高くなっており、日常的な家庭の仕事は女性に偏っている現

状がうかがえます。また、女性が仕事を持つことについては、「職業を持ち、結婚・出産後

も働き続ける（育児休業は含む）」の回答が 43.2％と最も多くなっているものの、「結婚ま

たは出産を契機に一旦は退職し、育児終了後に再び働く」が 42.5％、「出産を契機に退職し、

以降は職業を持たない」が 5.5％、「結婚を契機に退職し、以降は職業を持たない」が 4.1％

と、結婚や出産を機に退職したほうがよいと考える人が半数以上となっています。 

このような現状の中、ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なこととしては、

「労働時間短縮や育児・介護休業制度を取得しやすくする」の回答が 46.0％、「男女の役割

分担についての社会通念、慣習、しきたりを改める」が 37.7％、「夫婦の間で家事などの分

担をするように十分に話しあう」が 33.6％となっています。 

働く男女がともにワーク・ライフ・バランスを実現することができるよう、固定的な性

別役割分担意識の払拭とともに、仕事と家庭の両立に向けた就業環境の整備、子育てや介

護支援の充実、男女の地域活動への参画促進に取り組みます。 

 

【家庭の役割分担】 

（主に妻の役割）                                 （主に夫の役割） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

食事の

支度

食事の後片づけ

洗濯

掃除

ゴミ出し

日常的な

家計管理

土地や家屋の

購入決定

子どもの世話や

しつけ、教育

高齢者や病人の

介護・看病

町内会などへの出席

や近所づきあい

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

食事の

支度

食事の後片づけ

洗濯

掃除

ゴミ出し

日常的な

家計管理

土地や家屋の

購入決定

子どもの世話や

しつけ、教育

高齢者や病人の

介護・看病

町内会などへの出席

や近所づきあい

資料：平成 25 年度「御所市人権問題及び男女共同参画に関する市民意識調査」 
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43.2%

42.5%

4.1%

5.5%

0.7%

1.4%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

職業を持ち、結婚・出産後も

働き続ける（育児休業は含む）

結婚または出産を契機に一旦は

退職し、育児終了後に再び働く

結婚を契機に退職し、以降は職業を持たない

出産を契機に退職し、以降は職業を持たない

はじめから職業を持たないほうがよい

その他

無回答

(n=435)

37.7%

14.7%

13.1%

46.0%

33.6%

21.1%

12.0%

17.0%

20.5%

13.1%

11.5%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

男女の役割分担についての社会

通念、慣習、しきたりを改める

企業中心という社会全体の仕組みを改める

仕事と家庭の両立などの問題に

ついて相談できる窓口を設ける

労働時間短縮や育児・介護休業

制度を取得しやすくする

夫婦の間で家事などの分担を

するように十分に話しあう

家事などを男女で分担する

ようなしつけや育て方をする

女性が抱える不利益な問題に

対する男性の関心を高める

男性の仕事中心の生き方、考え方を改める

男性が、家事などに参加することに

対する男性自身の抵抗感をなくす

夫が家事などをすることに妻が協力する

妻が、夫に経済力や出世を求めない

その他

(n=435)

【女性が職業を持つことについての考え】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なこと（３つまでの複数回答）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 25 年度「御所市人権問題及び男女共同参画に関する市民意識調査」 

資料：平成 25 年度「御所市人権問題及び男女共同参画に関する市民意識調査」 
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基本施策① ワーク・ライフ・バランスの職場環境づくり 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

71 ■多様な働き方の普及促進 

従業員が短時間勤務やフレックスタイム※勤務、在宅勤務等、自

分のライフスタイルに適した働き方を選択できるよう、企業や団

体等に対し、多様な働き方に関する制度の導入を働きかけます。 

農林商工課 

72 ■再雇用制度の普及促進 

家事、育児、介護に携わる女性が働き続けることができるよう、

企業や団体等に対し、再雇用制度の普及促進を働きかけます。 

農林商工課 

73 ■育児・介護休業制度の取得促進 

関連機関と連携して、事業主、市民に向けて、育児・介護休業制

度の情報提供を行うとともに、取得促進に向けた啓発を進めま

す。 

農林商工課 

74 ■労働時間短縮の呼びかけ 

働く男女が職業生活と家庭生活の調和を図ることができるよう

に、事業主に対して労働時間短縮等の啓発を進めます。 

農林商工課 

 

基本施策② 子育て・介護支援の充実 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

75 ■家庭における男女平等意識の普及・啓発 

「子育てや介護は女性の役割」という固定的性別役割分担意識の

解消に向け、市で開催する講座や講演会等の機会を活用し、市民

に対する啓発を進めます。 

人権施策課 

76 ■地域で子育てを支える気運の醸成 

御所市子ども・子育て支援事業計画の取り組みを推進し、「地域

で支える子育て」への気運を醸成するとともに、子育て支援事業

の充実を図ります。 

子育て推進課 

77 ■多様な保育サービスの充実 

仕事と子育ての両立のため、通常保育をはじめ、延長保育や休日

保育、学童保育、病児・病後児保育、一時預かり、子育て短期支

援事業等の保育サービスの充実を図ります。 

子育て推進課 

 

78 ■育児に関する情報提供と相談の充実 

乳幼児健診等を通じて、育児についての情報提供を行うととも

に、育児相談の充実を図ります。 

健康推進課 

79 ■子育て支援体制の充実 

子育て支援センター事業の拡大を図り、子育てに関する支援体制

の充実を図ります。 

子育て推進課 
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施策
№ 

具体的施策 担当課 

80 ■介護保険制度の普及啓発 

介護や支援が必要な人が適切な介護保険サービスを受けられる

よう、介護保険制度の啓発に努めます。 

高齢対策課 

81 ■介護に関する相談体制の充実 

介護に関する相談窓口の充実を図り、総合的な支援を行います。 

高齢対策課 

 

基本施策③ 家庭における男女共同参画の推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

82 ■家庭における男女共同参画意識の普及・啓発 

家庭生活における男女の対等なパートナーシップを確立するた

め、家庭での固定的性別役割分担意識を払拭するための啓発を進

めます。 

人権施策課 

83 ■男性の家庭参加の促進 

男性の家庭への積極的参加、生活的自立を促すため、男性向けの育

児、介護、料理の講座等を開催します。また、その他の講座に男性

が参加しやすいよう、日程や雰囲気等について工夫を行います。 

人権施策課 

生涯学習課 

健康推進課 

84 ■男性の家庭参加に対する意識改革 

子育てや看護、介護等の家事に参加することに対する男性自身の

抵抗感をなくすための啓発を進めます。 

人権施策課 

 

基本施策④ 地域活動への男女の対等な参画の促進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

85 ■地域活動における男女共同参画意識の普及・啓発 

性別、年代にかかわらず地域で暮らす誰もが地域社会の担い手と

なるよう、地域活動における固定的性別役割分担意識の解消に向

けた啓発を進めます。 

人権施策課 

86 ■市民の地域活動への参加促進 

市の広報やホームページ、市が開催する講座、イベント等において、

男女が平等に、また主体的に地域活動へ参画していくための啓発を

進めるとともに、活動への参加を広く市民に呼びかけます。 

人権施策課 

87 ■あらゆる年代の参加促進 

あらゆる年代の男女が、ともに地域活動へ参加することができる

よう、地域活動の内容等を広く市民に周知するとともに、組織づ

くりのきっかけとして、一般市民へ研修会への参加を呼びかけま

す。 

人権施策課 
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基本目標Ⅳ 誰もが安心して暮らせる環境の整備 

 

人権の尊重は、男女共同参画社会を実現する上での基本的理念です。男女共同参画のま

ちづくりのためには、男女がお互いの性を十分に理解し、尊重し合い、性別にかかわりな

く、誰もが社会の対等な構成員としてあらゆる場に参画し、自分らしくいきいきと、安心

して暮らせる環境づくりが不可欠です。 

しかしながら、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメント、

児童虐待などの問題が存在しており、ＤＶやセクシュアル・ハラスメントの被害者はほと

んどの場合が女性であるのが現状です。 

また、女性は妊娠や出産をする可能性があるため、子どもを生み育てるために男性とは

異なる身体上の特徴があり、男性においては、仕事中心の生活から、過度のストレスやう

つ病などの問題が深刻化するなど、生涯にわたる男女の心身の健康づくりは、あらゆる人

が充実した生活を送るために重要な課題となっています。 

そのほかに、ひとり親や高齢者、障がいのある人、外国人などはさまざまな要因から複

合的に困難な状況に置かれる場合があり、日々の生活に不安を抱えやすくなっています。 

男女が互いの性に対する理解を深め、地域で暮らすすべての人が安心して暮らすことが

できるよう、男女がともに健康で暴力のない社会づくりとともに、生活上の困難を抱える

人の自立と社会参加へ向けた環境づくりが重要です。 

 

 

指標 現状値（平成 25 年度） 目標値（平成 34 年度） 

配偶者や恋人からの身体的・精神的な暴力
は女性の人権を侵害していると感じている人
の割合 

男性 15.7％ 
女性 20.7％ 

100.0％ 
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基本課題１． 男女間のあらゆる暴力の根絶 

 

市民意識調査の結果をみると、ＤＶやセクシュアル・ハラスメントが女性の人権を侵害

していると感じている割合は１割台にとどまっています。 

ＤＶやセクシュアル・ハラスメントなどの暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参

画社会を実現するために克服すべき重要な課題です。すべての人が個人として尊重される

社会の実現に向けて、暴力は人権侵害であるという認識を広め、あらゆる暴力を許さない

気運の醸成を図るとともに、被害の実態把握や相談体制の充実に取り組みます。 

 

【女性の人権が大切にされていないと思うこと（複数回答）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策① ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）対策の推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

88 ■ＤＶに対する問題意識の醸成 

あらゆる機会を活用し、「配偶者暴力防止法※」、「ストーカー規制

法」等の周知に努め、ＤＶ等の暴力は人権侵害であり、犯罪であ

るという意識の定着を図ります。 

人権施策課 

89 ■あらゆる媒体を活用した啓発活動の促進 

市の広報紙やホームページ、県の各種リーフレット等を通じＤＶ

の未然防止に向けた啓発を行います。 

人権施策課 

90 ■ＤＶの実態把握に向けた調査の実施 

ＤＶ等の暴力についての実態調査を実施するとともに、現状の課

題に対応できるよう、設問項目を精査します。 

人権施策課 

91 ■若年層への啓発 

学校における人権教育を活用し、ＤＶやデートＤＶ※に対する正

しい知識の普及に努めます。 

人権施策課 

学校教育課 

資料：平成 25 年度「御所市人権問題及び男女共同参画に関する市民意識調査」 

18.9%

13.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

配偶者や恋人から身体的・精神的な暴力

（ドメスティック・バイオレンス）を受ける

職場や学校で性的いやがらせ

（セクシュアル・ハラスメント）がある

(n=435)
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施策
№ 

具体的施策 担当課 

92 ■相談窓口の周知 

市の広報紙やホームページ、リーフレット等を活用し、相談窓口

の周知に努めるとともに、相談の内容に応じて適切な機関につな

ぐことができるように取り組みます。 

市民課 

人権施策課 

福祉課 

子育て推進課 

 

基本施策② セクシュアル・ハラスメント対策の推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

93 ■セクシュアル・ハラスメントに対する問題意識の醸成 

市民や地域に対し、セクシュアル・ハラスメント防止に関する啓

発を行い、セクシュアル・ハラスメントに対する意識の向上を図

ります。 

人権施策課 

94 ■庁内におけるセクシュアル・ハラスメント防止に向けた啓発 

庁内のセクシュアル・ハラスメント防止のために、職員の意識改

革を図る広報活動や職員研修を実施するとともに、相談体制の整

備に努めます。 

人事課 

人権施策課 

95 ■庁内の相談体制の整備 

庁内のセクシュアル・ハラスメント防止に向けて、国のマニュア

ル等を参考に、相談体制の整備に取り組みます。 

人事課 

人権施策課 

96 ■学校におけるセクシュアル・ハラスメント対策の推進 

学校内のセクシュアル・ハラスメント防止のために、職員研修等

を実施するとともに、相談体制の整備に努めます。 

学校教育課 

97 ■企業におけるセクシュアル・ハラスメント防止への呼びかけ 

セクシュアル・ハラスメント防止に向けて、「改正男女雇用機会

均等法」等に定める事業主の配慮義務等の周知徹底を図ります。 

農林商工課 

 

基本施策③ 児童に対する虐待・性的被害防止に向けた取り組みの推進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

98 ■児童に対する虐待・性的被害防止に向けた啓発 

チラシ、リーフレット等を活用し、「子どもの権利条約」、「児童

買春・子どもポルノ禁止法」、「児童虐待防止法」等の周知に努め、

幼児・児童の虐待や性的被害の防止に向けて啓発を進めます。 

人権施策課 

子育て推進課 

学校教育課 

99 ■児童に対する虐待・性的被害対策の推進 

校園長会等で、幼・少女の虐待や性的被害の未然防止、早期発見、

早期対応に向けた対策を検討します。 

学校教育課 

100 ■関係機関との連携による虐待の早期発見 

市の健診、予防接種等における虐待の早期発見に努め、発達相談

員の配置等、相談・指導業務の強化を図るとともに、健診未受診

者の早期把握のために、関係機関との連携を強化します。 

健康推進課 

子育て推進課 

学校教育課 

福祉課 
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施策
№ 

具体的施策 担当課 

101 ■虐待の通告方法の周知 

児童虐待について、幼稚園や保育所との情報の共有化に努めると

ともに、市民に対し通告方法の周知を図ります。 

子育て推進課 

学校教育課 

102 ■虐待を受けた子どもへの支援の充実 

こども家庭相談センターを中心に関係機関との連携を強化し、虐

待を受けた児童に対する支援の充実を図るとともに、多様化して

いる問題に対応できるよう、職員の専門性の向上に努めます。 

健康推進課 

子育て推進課 

学校教育課 
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基本課題２． 生涯を通じた男女の健康の確保 

 

市民一人ひとりが、男女の身体的特徴について正しく理解し、生涯を通して健康を維持・

増進できるよう、発達段階に応じた性教育を推進するとともに、健康に関する情報提供、

健康診断、健康相談等の機会の充実に取り組みます。 

 

基本施策① 性と生殖に関する健康についての理解促進 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

103 ■生命尊重や正しい性への理解促進 

学校において、児童・生徒の発達段階に応じた性（生）教育を行

い、生命の尊さや互いの性を尊重する意識や性についての正しい

認識の普及を図ります。また、性教育を充実し、性と生殖に関す

る正しい知識の普及を図ります。 

学校教育課 

104 ■リプロダクティブ・ヘルス／ライツの普及・啓発 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権

利）※の意識の浸透を図るため、市民に対し、性に関する学習機

会を提供します。 

人権施策課 

105 ■児童・生徒に対する性教育の推進 

児童・生徒に正しい教育を行えるよう、教職員に対する性教育研

修の積極的参加を促進し、研修の機会の確保に努めます。 

学校教育課 

106 ■感染症に対する正しい知識の普及 

学校の授業において、エイズや性感染症に関する基本的な知識の

普及を図るとともに、生の教育として位置づけ、積極的な指導に

努めます。 

学校教育課 

107 ■多様な性のあり方への理解促進 

多様な性の在り方を認める社会づくりに向け、市の広報紙やホー

ムページ、リーフレット等を活用し、セクシュアル・マイノリテ

ィ（性的少数派）※に対する理解を深めるための啓発活動に努め

ます。 

人権施策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成６年（1994 年）にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、個人

が生涯に渡って、主体的に自らの身体と健康の保持増進と自己決定を図ることと、そのための身体

的・精神的・社会的な諸権利が基本的人権として保障されることをいいます。リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツの中心課題には、「子どもを産むか産まないか、産むなら何時、何人産むか」選ぶ自由、

安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれています。 

用語解説「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」 

現代社会のなかで「これが普通」、「こうあるべき」だと思われている「性のあり方」に当てはまらな

い人たちのことを、まとめて指す総称のことです。一般的に同性愛者、両性愛者、トランスジェンダ

ー（性同一性障害※の当事者含む）の人などが含まれます。 

用語解説「セクシュアル・マイノリティ（性的少数派）」 
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基本施策② ライフステージに応じた男女の健康づくり 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

108 ■不妊治療に関する情報提供 

不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に関する各種支援制度の情報提

供に努めるとともに、専門相談窓口を紹介します。 

健康推進課 

109 ■妊婦健診と保健指導の実施 

妊娠・出産期を安心・安全に過ごせるよう、各種健診や保健指導

等、相談・指導体制の充実を進めます。 

健康推進課 

110 ■がん検診・特定健診の実施 

男女がともにライフステージに応じた健康管理を行えるよう、各

種がん検診や特定健診を実施するとともに、受診率向上に向け、

検診の啓発を行います。 

健康推進課 

保険課 

111 ■レディースセット検診の実施 

子育て中の女性が検診を受けやすいよう、市が実施する検診等に

おいて、保育つきの検診を実施するとともに、より多くの人が利

用できるよう、実施回数や体制等を検討します。 

健康推進課 

112 ■健康に関する情報提供 

男女それぞれの特有の病気等に関する情報の提供を行うととも

に、男女それぞれの立場から相談体制の充実に努めます。 

健康推進課 
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基本課題３． さまざまな困難を抱える男女の自立と生活安定の促進 

 

さまざまな困難を抱える人が、社会活動に積極的に参加し、住み慣れた地域で生き生き

と安心して暮らせるよう、就業支援や経済支援、生活支援等に取り組みます。 

 

基本施策① ひとり親に対する支援の充実 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

113 ■保育サービスの優先利用 

ひとり親家庭の親が、就業状況に応じて多様な保育を利用できる

よう保育サービスを充実するとともに、優先的にサービスを利用

できるように配慮します。 

子育て推進課 

114 ■支援制度等に関する情報提供 

ひとり親家庭の生活上の問題を解決するため、県の支援制度等に

関する情報提供を行います。 

子育て推進課 

115 ■経済的支援の充実 

児童扶養手当制度、ひとり親家庭等医療費助成制度等により、ひ

とり親家庭の経済支援を行います。 

子育て推進課 

保険課 

116 ■就業支援の充実 

ひとり親家庭の経済的・社会的自立に向け、職業能力の向上、技

能習得に関する情報提供を行います。 

人権施策課 

117 ■ひとり親に対する相談体制の充実 

母子自立支援員、父子自立支援員等を中心に、ひとり親家庭に対

するさまざまな相談を行い、経済的自立と生活安定に向けた支援

の充実を図ります。 

子育て推進課 

 

基本施策② 生活上の困難を抱える人に対する支援の充実 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

118 ■ノーマライゼーションの理念の普及・啓発 

高齢者、障がいのある人、外国人などさまざまな状況にあるすべ

ての人々が、家庭や地域で健康で安心して暮らすため、市の講座

や講演会等の機会や広報等の媒体を通じて、ノーマライゼーショ

ン※の理念の普及・啓発を進めます。 

人権施策課 

119 ■社会保障制度の普及・啓発 

高齢者や障がいのある人の生活の安定を図るため、介護保険制度

や年金制度等の社会保障制度について、啓発を行います。 

市民課 

高齢対策課 

障がい者や高齢者などを特別な存在としてみるのではなく、社会の中でほかの人々と同じように、 

生活・活動することが、本来あるべき社会の姿であるという、社会福祉の理念のことです。 

用語解説「ノーマライゼーション」 
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施策
№ 

具体的施策 担当課 

120 ■福祉サービス等の充実 

高齢者や障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、介護保

険サービスや福祉サービスの充実を図るなど生活支援に取り組

みます。 

福祉課 

高齢対策課 

121 ■就業支援の促進 

各関係機関と連携し、障がいのある人への就労支援を行います。 

福祉課 

122 ■外国人に対する学習機会の提供 

市内在住の外国人が日常生活に困ることがないよう、日本語や日

本の文化等を学ぶための情報を提供します。 

生涯学習課 

123 ■外国人に対する相談体制の充実 

市内在住の外国人が利用しやすいよう、相談体制の充実を図りま

す。 

人権施策課 
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基本目標Ⅴ 男女共同参画の推進体制の確立 

 

本計画の基本理念「自分らしく 輝いて生きるために」を実現し、男女共同参画のまち

を実現するためには、本計画に基づき、男女共同参画に関する施策を着実に推進すること

が重要です。 

そのためには、行政が中心となり、市民や各関係機関との連携・協力体制を整備する必

要があります。 

 

基本課題１． 庁内推進体制の整備 

 

本計画における施策を総合的・効果的に推進するため、全庁的な推進体制を構築すると

ともに、国や県、他市町村との連携を深めていきます。 

 

基本施策① 男女共同参画施策を推進する専門部署の強化 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

124 ■施策の進捗状況の管理 

男女共同参画を横断的に進めるため、学識経験者、市民代表等で

構成する「男女共同参画審議会」により、施策の進捗状況の管理

を行います。 

人権施策課 

 

基本施策② 男女共同参画の庁内体制の確立 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

125 ■御所市男女共同参画推進委員会の設置 

男女共同参画に関する施策を着実に推進し、効果的な進行管理を

行うため、「御所市男女共同参画推進委員会」を設置します。 

人権施策課 

 

基本施策③ 庁内各部署、国、県との連携強化 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

126 ■庁内各部署、国、県との連携の強化 

男女共同参画社会の形成を進めるために、国、県及び他市町村と

の連携を深め、積極的な情報の収集、提供、交換に努めるととも

に、庁内各部署間での情報の共有化を図ります。 

人権施策課 
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基本課題２． 市民等との連携の強化 

 

男女共同参画のまちづくりをめざして、市民グループ等の自主的な活動を支援し、相互

の交流を促進し、連携・協力を図ります。 

 

基本施策① ＮＧＯ・ＮＰＯ等、市民との連携の強化と活動の支援 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

127 ■市民との連携の強化と活動の支援 

各種団体と連携・協力を図る事業を実施する際に、市内にある市

民グループ、女性グループ等との連携や協力を図ります。 

まちづくり推進課 

 

 

基本課題３． 総合的な相談体制と拠点施設の整備 

 

まちのあらゆる場面において、男女共同参画を推進していくため、男女共同参画に関す

る相談体制を充実するとともに、積極的な情報提供を行います。また、情報発信、調査、

研究などのさまざまな活動の拠点の整備に向けて、取り組みを進めます。 

 

基本施策① 男女共同参画に関する相談体制の充実 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

128 ■男女共同参画に関する相談体制の充実 

女性が抱えるさまざまな悩みに応じるため相談窓口を設置する

とともに、必要に応じて、女性センター等の機関へつなぎます。 

人権施策課 

子育て推進課 

129 ■相談員のスキルアップ 

相談内容の多様化に対応するため、各種相談員のスキルアップの

ための研修の受講を促すとともに、専門的知識を持った相談員の

配置を検討します。 

人権施策課 

子育て推進課 

 

基本施策② 男女共同参画に関する情報提供の充実 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

130 ■男女共同参画に関する調査研究・情報提供 

男女共同参画に関する情報収集・提供、調査研究を進めます。 

人権施策課 
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基本施策③ 拠点施設の整備と充実 

施策
№ 

具体的施策 担当課 

131 ■男女共同参画事業の拠点整備 

人権センターを男女共同参画事業の拠点とし、その機能の向上に

向けて支援を行います。 

人権施策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会を実現するために… 

男女共同参画社会は行政、企業・団体及び市民が、それぞれの役割を果たしながら、

一体となって実現していくものです｡ 

① 御所市の役割 

今回策定した「御所市男女共同参画基本計画」に基づいて施策を計画的・効

果的に推進していきます。 

②企業・団体に期待される役割 

企業や団体は、経済や地域社会の活力を維持し、豊かな社会を築くための重

要な役割を坦っています。仕事と家庭の両立支援や男女がともに働きやすい

職場環境づくりなど、男女共同参画社会の実現に向けて、それぞれの特性を

活かした取り組みが求められています。 

③市民に期待される役割 

家庭、学校、職場、地域社会等のあらゆる分野で、さまざまな立場から互い

に責任を坦い、協力するよう努めることが求められています。 

具体的には、例えば、一人ひとりが性別による差別的取扱いを行わないよう

心がけたり、家庭において男女が互いに協力しあうことが考えられます。 
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第５章 資 料 
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３．計画策定の過程 

４．調査の概要 

５．関係法令 

６．男女共同参画に関する年表  
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１．御所市男女共同参画審議会条例 

 

○御所市男女共同参画審議会条例 

平成 24 年 3 月 14 日  

                       条例第 2 号 

(設置) 

第 1 条 男女共同参画の推進に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、御所市男女共同参画審議会(以下「審

議会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2 条 審議会は、次に掲げる事項に関し市長の諮問に応じて調査審議し、答申する。 

(1) 男女共同参画行動計画の策定に関すること。 

(2) 男女共同参画行動計画に基づく施策の推進に関すること。 

(3) その他男女共同参画の推進に関すること。 

2 審議会は、男女共同参画の推進について市長に建議することができる。 

(組織) 

第 3 条 審議会は、委員 10 人以内をもって組織する。 

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体の代表者 

(3) その他市長が必要と認める者 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 5 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 6 条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

(意見聴取) 

第 7 条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見

若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第 8 条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。 

(委任) 

第 9 条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 
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２．御所市男女共同参画審議会委員名簿 

  （順不同・敬称略） 

 氏名 団体名 

会 長  森本  英子 部落解放同盟御所・ 城・高取支部協議会 

副会長  西村  克子 御所市女性対策推進連絡協議会 

委 員  細川   登 御所市自治会連合会 

委 員  吹田 芽ぐみ 御所市人権教育推進協議会 

委 員  井岡 奈都代 御所市地域婦人団体連絡協議会 

委 員  西川  英一 御所市人権擁護委員会 

委 員  米田  捷子 日本赤十字社 奈良県支部 御所地区奉仕団 

委 員  清嶋  育代 御所市交通安全母の会 

委 員  前田  篤子 御所市更生保護女性会 

委 員  森田  章子 御所市男女共同参画推進委員会 
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３．計画策定の過程 

   

年 月日 内容 

平成 25 年 ８月 
御所市人権問題及び男女共同参画に関する市民意識調査の実施 

（調査期間：平成 25 年８月１日～８月 21 日） 

平成 26 年 11 月 

第１回男女共同参画審議会開催 

・男女共同参画社会の重要性と必要性の再確認 

・計画の基本理念と基本目標の検討 

・計画構成案・素案の検討 

平成 27 年 ２月 

第２回男女共同参画審議会開催 

・計画素案の検討 

・計画の基本理念の決定 

平成 27 年 ３月 
第３回男女共同参画審議会開催 

・計画最終案の検討 
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４．調査の概要 

■ 調査目的 

人権問題や男女共同参画に対する市民の意識・考えを把握し、御所市の今後の人権

施策、男女共同参画施策推進の基礎資料とすることを目的とする。 

 

■ 調査設計 

調査地域 御所市全域 

調査対象者 平成 25 年８月１日現在における市内在住の満 20 歳以上の男女 

調査対象者数 2,000 人 

標本抽出方法 住民基本台帳より無作為抽出 

調査方法 郵送配付・郵送回収、無記名方式 

調査時期 平成25年８月１日～８月21日 

ただし、９月 11 日までに返送されたものを有効回収とした。 

 

■ 回収結果 

配付件数 回収数（回収率） 有効回答数（有効回答率） 

2,000件 440件（22.0％） 435件（21.8％） 

 

■ 集計方法、数値の取り扱いについて 

・集計は百分率（％）によるもので、集計結果は小数第２位を四捨五入し、小数第１位ま

でを表記している。 

・単数回答設問の各選択肢の回答比率の合計は、四捨五入の関係で 100.0％にならない場

合がある。 

・複数回答設問の各選択肢の回答比率は、当該設問に回答すべき人数を集計母数として求

めているため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合がある。 

・全体集計のグラフでは、当該設問の集計母数を「(N=***)」と表記している。 

・回答者の属性等によるクロス集計のグラフ・数表では、集計区分ごとの集計母数を

「(N=***)」と表記している。 

・回答がなかった選択肢の集計結果の「0.0％」表記は、繁雑さを避けるためにグラフ中

から割愛している場合がある。 
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■ 回答者の属性 

 

【回答者の性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答者の年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6%

11.5%

14.3%

16.6%

21.4%

17.9%

9.0%

1.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

無回答

(N=435)

38.2%

60.0%

1.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

男性

女性

無回答

(N=435)

5.4%

8.4% 11.9%

11.4% 12.7%

15.7%

15.1%

18.0%

26.5%

18.8%

21.7%

16.1%

7.2%

10.3%

0.0%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性(N=166)

女性(N=261)

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 無回答
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【回答者の同居の家族構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答者の婚姻状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共働きの状況（結婚している場合のみ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.0%

29.5%

30.9%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

共働きである

共働きではない

共に働いていない

無回答

(N=278)

17.9%

16.3%

1.8%

63.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

結婚している（事実婚を含む）

結婚していたことがある（死別、離別）

結婚していない

無回答

(N=435)

15.2%

24.6%

38.6%

16.1%

2.8%

2.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ひとり暮らし

夫婦だけ

２世代世帯

３世代世帯

その他

無回答

(N=435)
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５．関係法令 

 
男女共同参画社会基本法 
（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

 

改正 平成十一年七月十六日法律第 百二号 

同  十一年十二月二十二日同 第百六十号 

 

 

目次 

 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八

条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下

の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組

が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進め

られてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我

が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する

ことができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現

を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位

置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこと

が重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念

を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関す

る取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を

制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社

会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会

を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社

会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公

共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本とな

る事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成

を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 

 

 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するこ

とをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人として

の尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的

取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮

する機会が確保されることその他の男女の人権が尊

重されることを旨として、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会に

おける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担

等を反映して、男女の社会における活動の選択に対し

て中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画

社会の形成を阻害する要因となるおそれがあること

にかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限

り中立なものとするように配慮されなければならな

い。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対

等な構成員として、国若しくは地方公共団体における

政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に

共同して参画する機会が確保されることを旨として、

行われなければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男

女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家

族の介護その他の家庭生活における活動について家

族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活

動以外の活動を行うことができるようにすることを

旨として、行われなければならない。 
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（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行

われなければならない。 

 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参

画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施

策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応

じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女

共同参画社会の形成に寄与するように努めなければ

ならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の

形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての報告を提出しなけ

ればならない。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会

の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文

書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的施策 

 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女

共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以

下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。  

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求

めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があ

ったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表

しなければならない。  

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につ

いて準用する。 

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案し

て、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めな

ければならない。  

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず

べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女

共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につい

ての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」

という。）を定めるように努めなければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画

又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び

実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配

慮しなければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措

置を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の

処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱

いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因

によって人権が侵害された場合における被害者の救

済を図るために必要な措置を講じなければならない。 
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（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

策定に必要な調査研究を推進するように努めるもの

とする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調

の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報

の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際

的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男

女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支

援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規

定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調

査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。  

 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもっ

て組織する。 

 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

2 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す

る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総

数の十分の五未満であってはならない。 

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の

議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未

満であってはならない。 

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年と

する。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができ

る。 

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必

要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見

の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要が

あると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対

しても、必要な協力を依頼することができる。 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 

附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号）抄 

 

（施行期日） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七

号）は、廃止する。 

 

附 則（平成十一年七月十六日法律第百二号）抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七

号）は、廃止する。  
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（施行の日＝平成十三年一月六日）  

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第

二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の

日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に

掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他

の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任

期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそ

れぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。  

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法

律で定める。 

 

附 則（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平

成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律 

（平成十三年法律第三十一号） 

最終改正：平成二十六年法律第二十八号 

 
 
目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二

条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第

五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下

の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向け

た取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも

含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救

済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者

からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的

自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加える

ことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとな

っている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実

現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者

を保護するための施策を講ずることが必要である。この

ことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国

際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制

定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な

攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをい

う。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響

を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二におい

て「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配

偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体

に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴

力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をして

いないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上

婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚した

と同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防

止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、

その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣

及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項におい

て「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な

方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項におい

て「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条

第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村

基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協

議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道

府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下

この条において「都道府県基本計画」という。）を定

めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町

村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下こ

の条において「市町村基本計画」という。）を定める

よう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町

村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 
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５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県

基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な

助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談

所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者

暴力相談支援センターとしての機能を果たすように

するものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設におい

て、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとして

の機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行

うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずる

こと又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介

すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は

心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって

は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第

五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時におけ

る安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就

業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等

について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情

報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行

うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、

又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し

て行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに

当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体

との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指

導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保

護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった

者からの身体に対する暴力に限る。以下この章におい

て同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を

配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報する

よう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当た

り、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかか

ったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶

者暴力相談支援センター又は警察官に通報すること

ができる。この場合において、その者の意思を尊重す

るよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の

規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項

の規定により通報することを妨げるものと解釈して

はならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当た

り、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかか

ったと認められる者を発見したときは、その者に対し、

配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その

有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての

説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関す

る通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害

者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談

支援センターが行う業務の内容について説明及び助

言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨す

るものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行

われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法

律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年

法律第百三十六号）その他の法令の定めるところによ

り、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの

暴力による被害の発生を防止するために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警

察本部の所在地を包括する方面を除く方面について

は、方面本部長。第十五条第三項において同じ。） 

又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、

配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための

援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認

めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に

対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当

該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶

者からの暴力による被害の発生を防止するために必

要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事

務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律

第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百

六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三

十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるとこ

ろにより、被害者の自立を支援するために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 
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（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他

の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、そ

の適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りなが

ら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職

員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受

けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努め

るものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を

加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章にお

いて同じ。）を受けた者に限る。以下この章において

同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた

者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に

対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続

き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号に

おいて同じ。）により、配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受

ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号におい

て同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を

受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられるこ

とを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に

対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項

第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同

じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものと

する。ただし、第二号に掲げる事項については、申立

ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者

の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居

を除く。以下この号において同じ。）その他の場所に

おいて被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者

と共に生活の本拠としている住居から退去すること

及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規

定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被

害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え

られることを防止するため、当該配偶者に対し、命令

の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、

被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もし

てはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告

げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場

合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置

を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六

時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い

て送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情

を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態

に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状

態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその

知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文

書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る

状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその

成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二

条第一項第三号において単に「子」という。）と同居

しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻す

と疑うに足りる言動を行っていることその他の事情

があることから被害者がその同居している子に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされることを防

止するため必要があると認めるときは、第一項第一号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害

が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定に 

よる命令の効力が生じた日から起算して六月を経過す

る日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身

辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校そ

の他その通常所在する場所の付近をはいかいしては

ならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が

十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害

者の親族その他被害者と社会生活において密接な関

係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と

同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第

十二条第一項第四号において「親族等」という。）の

住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っ

ていることその他の事情があることから被害者がそ

の親族等に関して配偶者と面会することを余儀なく

されることを防止するため必要があると認めるとき

は、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又
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は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、当

該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六月

を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶

者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この

項において同じ。）その他の場所において当該親族等

の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先

その他その通常所在する場所の付近をはいかいして

はならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満

の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当

該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である

場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合

に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る

事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又

は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地

方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号

に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることがで

きる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命

令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲

げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者か

らの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受

ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立

ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該同居している子に関して配

偶者と面会することを余儀なくされることを防止す

るため当該命令を発する必要があると認めるに足り

る申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面

会することを余儀なくされることを防止するため当

該命令を発する必要があると認めるに足りる申立て

の時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に

対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助

若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があ

るときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員

の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場

所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号

イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申

立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項に

ついての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明

治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の

認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につ

いては、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会う

ことができる審尋の期日を経なければ、これを発する

ことができない。ただし、その期日を経ることにより

保護命令の申立ての目的を達することができない事

情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げ

る事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者

暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、

申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の

状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載し

た書面の提出を求めるものとする。この場合において、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署

の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配

偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又

は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護

を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提

出を求めた事項に関して更に説明を求めることがで

きる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由

を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ない

で決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手

方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における

言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やか

にその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管

轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するも

のとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴

力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若

しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該

事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲

げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速や

かに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立

書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター

（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支

援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がそ

の職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた
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日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に

通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさ

ない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消し

の原因となることが明らかな事情があることにつき

疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てによ

り、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、

保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の

記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分

を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による

命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項

から第四項までの規定による命令が発せられている

ときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じな

ければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立

てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令

を取り消す場合において、同条第二項から第四項まで

の規定による命令が発せられているときは、抗告裁判

所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令

について、第三項若しくは第四項の規定によりその効

力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り

消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及

びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援セ

ンターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並び

に抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について

準用する。 

 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の

申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護

命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一

号又は第二項から第四項までの規定による命令にあ

っては同号の規定による命令が効力を生じた日から

起算して三月を経過した後において、同条第一項第二

号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生

じた日から起算して二週間を経過した後において、こ

れらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれ

らの命令の申立てをした者に異議がないことを確認

したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定に

よる命令を発した裁判所が前項の規定により当該命

令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の

場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立

て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せ

られた後に当該発せられた命令の申立ての理由とな

った身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同

一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度

の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生

活の本拠としている住居から転居しようとする被害

者がその責めに帰することのできない事由により当

該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二

月を経過する日までに当該住居からの転居を完了す

ることができないことその他の同号の規定による命

令を再度発する必要があると認めるべき事情がある

ときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、

当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特

に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発

しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の

適用については、同条第一項各号列記以外の部分中

「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び

第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事

情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とある

のは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条

第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号か

ら第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号

及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文

の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、

その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する

事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、

相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論

若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、

又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間

は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管

轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職

務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該

法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する

法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行

わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、

保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しな

い限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定

を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に

関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定

める。 
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第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜

査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職

務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、

被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏ま

え、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を

尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に

十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者

の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深

めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び

啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生

のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させ

るための方法等に関する調査研究の推進並びに被害

者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努める

ものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民

間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものと

する。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁

しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行

う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用

を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行

う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定

める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に

要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人

相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、

社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費

用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人

相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければな

らない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府

県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同

項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十

分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費

用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの

規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係におけ

る共同生活に類する共同生活を営んでいないものを

除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係

にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関

係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後

に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当

該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する

暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準

用する。この場合において、これらの規定中「配偶者

からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する

関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の

表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

 
 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 同条に規定する関係にある相手又は同条に規

定する関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四

項まで、第十一条第 二 

項 第 二号、第十二条第

一項第一号から第四号

まで及び第十八条第一

項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した場

合 
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第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用す

る第十条第一項から第四項までの規定によるものを

含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第三十条 

第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二にお

いて読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条

の二において準用する第十八条第二項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載

すべき事項について虚偽の記載のある申立書により

保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処

する。 

附 則〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶

者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、 

第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部

分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平

成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対

し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して

相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における

当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関

する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及

び第三項の規定の適用については、これらの規定中

「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人

相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後

三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 

附 則〔平成十六年法律第六十四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前

の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律（次項において「旧法」という。）第十条の規

定による命令の申立てに係る同条の規定による命令

に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後

に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不

法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの

と同一の事実を理由とするこの法律による改正後の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の

規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にさ

れるものに限る。）があった場合における新法第十八

条第一項の規定の適用については、同項中「二月」と

あるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年

を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加

えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられる

ものとする。 

附 則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前

の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条

の規定による命令に関する事件については、なお従前

の例による。 

附 則〔平成二十五年法律第七十二号〕〔抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した

日から施行する。 
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６．男女共同参画に関する年表 

年 世界の動き 日本の動き 奈良県の動き 御所市の動き 

1945 

(昭20) 

・国際連合成立（国連

憲章採択） 

・衆議院議員選挙法改

正（婦人参政権実現） 

  

1946 

(昭21) 

・国連に「婦人の地位

委員会」発足 

・日本国憲法公布

（1947年施行） 

  

1947 

(昭22) 

 ・「労働基準法」公布・

施行 

・民法改正・施行-家

制度の廃止- 

  

1948 

(昭23) 

・「世界人権宣言」採

択（国連総会） 

   

1967 

(昭42) 

・「婦人に対する差別

撤廃宣言」採択（国

連総会） 

・総理府に「婦人関係

の諸問題に関する懇

談会」設置 

  

1972 

(昭47) 

・1975 年を国際婦人年

とすることを決定

（国連総会） 

   

1975 

(昭50) 

・「国際婦人年」 

・「国際婦人年世界会

議」（第１回世界女

性会議）開催（メキ

シコシテイ）-「世界

行動計画」を選択- 

・1976 年から 10 年間

を「国連婦人の10年」

と決定 

・「総理府婦人問題担当

室」発足 

・「婦人問題企画推進

本部」「婦人問題企画

推進会議」設置 

・「教育等育児休業法

（女子教員、看護婦、

保母等対象）」公布

（1976 年施行） 

・「国際婦人年記念日

本婦人問題会議」開

催 

  

1976 

(昭51) 

・ILO（国際労働機関）

に婦人労働問題担当

室を設置 

・民法一部改正・施行 

-離婚後の氏の選択- 

・婦人問題に関する窓

口を「県民課」とす

る 

 

1977 

(昭52) 

 ・「国内行動計画」決

定 

・「国内行動計画前期

重点目標」発表 

・国立婦人教育会館開

館 

・「奈良県婦人問題施策

推進連絡会議」を設置 

 

1978 

(昭53) 

  ・「奈良県婦人問題懇談

会」を設置 

・「婦人問題に関する

世論調査」を実施 

 

1979 

(昭54) 

・「国連婦人の10年」

エスカップ地域政府

間準備会議開催（ニュ

ーデリー） 

・国連第34回総会「女

性差別撤廃条約」採

択 
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年 世界の動き 日本の動き 奈良県の動き 御所市の動き 

1980 

(昭55) 

・「国連婦人の 10 年」

中間年世界会議（第

２回世界女性会議）

開催（コペンハーゲ

ン）-「国際婦人の 10

年後半期行動プログ

ラム」採択、「女子差

別撤廃条約」署名式- 

・民法一部改正（1981

年施行）-配偶者の法

定相続分引き上げ- 

・「女子差別撤廃条約」

署名 

・「婦人の地位と福祉の

向上をめざして」婦人

問題懇談会提言 

 

1981 

(昭56) 

・「ILO156 号条約（家

族的責任を有する男

女労働者の機会及び

待遇の均等に関する

条約）」採択（ILO 総

会） 

・「女子差別撤廃条約」

発効 

・「国内行動計画後期

重点目標」発表 

・「婦人対策課」設置 

・「奈良県婦人会議」

設置 

・婦人相談コーナー開

設 

・「北陸・中部・近畿地

区婦人問題推進地域

会議」開催（総理府と

共催） 

 

1982 

(昭57) 

  ・婦人情報コーナー開

設 

 

1983 

(昭58) 

  ・「奈良県婦人問題啓発

推進会議」設置 

 

1984 

(昭59) 

・「国連婦人の 10 年」

エスカップ地域政府

間準備会議開催（東

京） 

・「国籍法」「戸籍法」

一部改正（1985 年施

行）-国籍の父母両系

主義の採用、配偶者

の帰化条件の男女同

一化- 

・「婦人問題啓発フェ

スティバル婦人問題

啓発大会」開催 

・「国連婦人の 10年」

最終年記念「婦人のつ

どい」及び「婦人の活

動展」開催 

 

1985 

(昭60) 

・「国連婦人の 10 年」

ナイロビ世界会議

（第３回世界女性会

議）開催（ナイロビ）

-「婦人の地位向上の

ためのナイロビ将来

戦略」採択- 

・「国民年金法」の改

正・施行-女性の年金

権確立- 

・「男女雇用機会均等

法」公布（1986 年施

行） 

・「女子差別撤廃条約」

批准 

  

1986 

(昭61) 

  ・「奈良県女性センタ

ー」開設 

・「奈良県婦人行動計

画」策定 

 

1987 

(昭62) 

 ・「西暦 2000 年に向け

ての新国内行動計

画」決定 

  

1989 

(平元) 

    

1990 

(平２) 

・「国連婦人の地位委

員会拡大会期」開催

（ウィーン） 

・国連総会「ナイロビ

将来戦略の実施に関

する見直しと評価に

伴う勧告」採択 
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年 世界の動き 日本の動き 奈良県の動き 御所市の動き 

1991 

(平３) 

 ・「育児休業法」公布

（1992年施行） 

・「西暦2000年に向け

ての新国内行動計

画」第１次改定 

・「奈良県女性の現状

と意識に関する調

査」実施 

 

1992 

(平４) 

 ・「婦人問題担当大臣」

設置 

  

1993 

(平５) 

・「世界人権会議」開

催（ウィーン） 

・「女性に対する暴力

の撤廃に関する宣

言」採択 

・中学校で家庭科の男

女共修開始 

・「パートタイム労働

法」公布・施行 

・「奈良県女性行動計

画（修正版）」策定 

・「婦人対策課」から

「女性政策課」に課

名変更 

・「奈良県婦人会議」

を「奈良県女性問題

懇話会」に改称 

 

1994 

(平６) 

・第４回世界女性会議

エスカップ地域政府

間準備会議開催（ジ

ャカルタ）-「ジャカ

ルタ宣言」採択- 

・「国際人口・開発会

議」開催（カイロ） 

 

・高校で家庭科の男女

共修開始 

・総理府に「男女共同

参画室」及び「男女

共同参画審議会」「男

女共同参画推進本

部」設置 

・「男女が共に支える

社会づくりのための

県民意識調査」実施 

 

1995 

(平７) 

・国連人権委員会「女

性に対する暴力をな

くす決議」採択 

・第４回世界女性会議

開催（北京）-「北京

宣言」「行動綱領」

採択- 

・「育児・介護休業法」

公布・施行（介護休

業に関する部分は

1999 年施行） 

・「ILO156 号条約」批

准 

・「奈良県男女共同参

画推進本部」設置 

・「花ひらく－ならの

女性生活史－」発刊 

 

1996 

(平８) 

 ・「男女共同参画 2000

年プラン」策定 

・「データにみる奈良

県女性の現状－奈良

県女性行動計画10ヵ

年のまとめ－」（奈良

県女性白書）策定 

 

 

1997 

(平９) 

 ・「男女雇用機会均等

法」改正（1999 年施

行） 

・「なら女性プラン 21

－奈良県女性行動計

画（第二期）－」策

定 

 

1998 

(平10) 

   ・「御所市人権擁護に

関する条例」策定 

・「女性政策係」（総務

部企画課）設置 

1999 

(平11) 

・「女性に対する暴力

撤廃国際日」設定 

・「男女共同参画社会

基本法」公布・施行 

・「食料・農業・農村

基本法」公布・施行 

-農業経営への女性の

参画の推進を規定- 

・「北陸・東海・近畿

地区男女共同参画推

進地域会議」開催（総

理府と共催） 

・「『人権教育のための

国連 10 年』御所市行

動計画」策定 

・「御所市男女共同参

画社会実現に向けて

の市民意識調査」実

施 

・「男女共同参画推進

懇話会」発足 
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年 世界の動き 日本の動き 奈良県の動き 御所市の動き 

2000 

(平12) 

・国連特別総会｢女性

2000年会議｣開催(ニ

ューヨーク）-「政治

宣言｣｢北京宣言及び

行動綱領実施のため

のさらなる行動とイ

ニシアティブに関す

る文書｣採択- 

・「ストーカー規制法」

公布・施行 

・「男女共同参画基本

計画」策定 

 

・「男女共同参画につ

いてのアンケート」

実施 

・「男女共同参画推進

懇話会シンポジウ

ム」開催 

2001 

(平13) 

 ・「男女共同参画会議」

設置 

・「総理府男女共同参

画室」から「内閣府

男女共同参画局」に

改組 

・「仕事と子育ての両

立支援策の方針につ

いて」閣議決定 

・第１回男女共同参画

週間 

・「配偶者暴力防止法」

公布・施行 

・「育児・介護休業法」

一部改正・施行 

・「女性政策課」から

「男女共同参画課」

に課名変更 

・｢奈良県男女共同参

画推進条例｣公布・施

行 

・「奈良県男女共同参

画審議会」設置 

・「奈良県１日女性模

擬議会」開催 

・「データでみる な

らの男女共同参画」

作成 

・「女と男 変わろう

変えよう・ごせ未来

計画 喜びと責任を

分かち合う男女共同

参画社会の実現をめ

ざして」策定 

2002 

(平14) 

 ・各都道府県に配偶者

暴力相談支援センタ

ー開設 

・「なら男女共同参画

プラン 21」（奈良県

男女共同参画計画

（なら女性プラン 21

改訂版））策定 

・｢奈良県男女共同参

画県民会議｣設置 

 

2003 

(平15) 

 ・｢女性のチャレンジ

支援策の推進につい

て｣男女共同参画推

進本部決定 

・「男女共同参画社会

の将来像検討会」開

催 

・「次世代育成支援対

策推進法」公布・施

行 

・「少子化社会対策基

本法」公布・施行 

  

2004 

(平16) 

 ・「女性国家公務員の

採用・登用の拡大等

について」男女共同

参画推進本部決定 

・「配偶者暴力防止法」

一部改正・施行 

・「配偶者暴力防止法」

に基づく基本方針策

定 

・「女性の就業環境に

関する調査」（新長期

ビジョン専門委託調

査）実施 
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年 世界の動き 日本の動き 奈良県の動き 御所市の動き 

2005 

(平17) 

・第 49 回国連婦人の

地位委員会「北京＋

10」開催（ニューヨ

ーク国連本部） 

・「育児・介護休業法」

改正・施行 

・「男女共同参画基本

計画(第２次)」策定 

・「女性の再チャレン

ジ支援プラン」策定 

・県女性センター「チ

ャレンジサイトな

ら」開設 

・「御所市男女共同参

画推進委員会」設置 

2006 

(平18) 

・「東アジア男女共同

参画担当大臣会合」

開催（東京） 

・「国の審議会等にお

ける女性委員の登用

の促進について」男

女共同参画推進本部

決定 

・「男女雇用機会均等

法」改正（2007 年施

行） 

・「女性の再チャレン

ジ支援プラン」改定 

・「なら男女 GENKI プ

ラン」（奈良県男共

同参画計画（第２

次）)策定 

・「2006 年度 女と男

のつどい」開催 

2007 

(平19) 

・「第２回東アジア男

女共同参画担当大臣

会合」開催（インド） 

・「政策・方針決定過

程への女性の参画の

拡大に係る数値目標

（「2020 年 30％」の

目標）のフォローア

ップについての意

見」男女共同参画会

議決定 

・「仕事と生活の調和

(ワーク・ライフ・バ

ランス)に関する専

門調査会」設置 

・「パートタイム労働

法」改正（2008 年施

行） 

・「配偶者暴力防止法」

改正（2008 年施行） 

・「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」及

び「仕事と生活の調

和推進のための行動

指針」策定 

 ・「2007 年度 女と男

のつどい」開催 

 

2008 

(平20) 

 ・「男女共同参画基本

計画（第２次）フォ

ローアップ結果につ

いての意見」男女共

同参画会議決定 

・「女性の参画加速プ

ログラム」男女共同

参画推進本部決定 

・「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の

保護のための施策に

関する基本的な方

針」の改定 

・「労働基準法」改正

（2010 年施行） 

 ・「2008 年度 女と男

のつどい」開催 
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年 世界の動き 日本の動き 奈良県の動き 御所市の動き 

2009 

(平21) 

・「第３回東アジア男

女共同参画担当大臣

会合」開催（ソウル） 

・「育児・介護休業法」

の一部改正（2010 年

施行、常時 100 人以

下の労働者を雇用す

る事業主については

一部の規定について

2012 年施行） 

・「女性の就業等意識

調査」実施 

・「2009 年度 女と男

のつどい」開催 

2010 

(平22) 

・第 54 回国連婦人の

地位委員会「北京

+15」記念会合開催

（ニューヨーク国連

本部） 

・「仕事と生活の調和

(ワーク・ライフ・バ

ランス)憲章」及び

「仕事生活の調和推

進のための行動指

針」改定 

・「第３次男女共同参

画基本計画」策定 

 ・「2010 年度 女と男

のつどい」開催 

 

2011 

(平23) 

・「第４回東アジア男

女共同参画担当大臣

会合」開催（シェム

リアップ） 

・「ジェンダー平等と

女性のエンパワーメ

ントのための国連機

関(UN Women)」が発

足 

 ・「男女共同参画課」

から「女性支援課」

に課名変更 

・「なら男女 GENKI プ

ラン」の後期５年目

目標策定 

・「子育て女性就職相

談窓口」設置（奈良

労働会館内） 

・「2011 年度 女と男

のつどい」開催 

 

2012 

(平24) 

・第 56 回国連婦人の

地位委員会「自然災

害におけるジェンダ

ー平等と女性のエン

パワーメント」決議

案採択（ニューヨー

ク国連本部） 

・『「女性の活促進に

よる経済活性化」行

動計画』策定 

 ・「2012 年度 女と男

のつどい」開催 

 

2013 

(平25) 

・「第５回東アジア男

女共同参画担当大臣

会合」開催（北京） 

・「配偶者暴力防止法」

改正（2014 年施行） 

・「ストーカー規正法」

改正・施行 

 ・「2013 年度 女と男

のつどい」開催 

・「御所市男女共同参

画審議会」設置 

・「御所市人権問題及

び男女共同参画に関

する市民意識調査」

実施 

2014 

(平26) 

・第 58 回国連婦人地

位委員会「自然災害

におけるジェンダー

平等と女性のエンパ

ワーメント」決議案

採択 

・「日本再興戦略」改

訂 2014 に「『女性が

輝く社会』の実現」

が掲げられる 

 ・「2014 年度 女と男

のつどい」開催 

 

2015 

(平27) 

・第 59 回国連婦人の

地位委員会「北京＋

20」開催（ニューヨ

ーク国連本部） 
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７．用語集 

用語 解説 

ア 

行 

育児・介護休業法 仕事と家庭の両立を支援する法律で、育児や介護をしなけれ

ばいけない労働者の時間外労働時間や深夜労働の制限、勤務

時間の短縮等の措置等、雇用方法を定めた法律です。 

エンパワーメント 個人が社会の一員としての自覚と能力を高め、社会のあらゆ

る分野で、政治的、経済的、社会的、文化的に力をつけ、主

体性を持って自分が持つ力を発揮し、行動していくことをい

います。 

Ｍ字カーブ 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、出

産・育児期にあたる 30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳

代後半が山になるアルファベットのＭのような形になるこ

とをいいます。Ｍ字カーブは日本や韓国などに独特なもの

で、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育て

期における就業率の低下はみられません。 

カ 

行 

家族経営協定 農林業、商工業等の自営業の家庭において、家族一人ひとり

の役割と責任を明確化し、男女を問わず意欲を持って取り組

めるようにするため、家族間で話しあって経営の方針、労働

報酬、休日、労働時間、経営移譲などのルールを文書で取り

決めることをいいます。 

キャリア教育 子どもたちが、自己の進路を主体的に選択・決定できる能力

や望ましい職業観・勤労観を身につけ、社会人・職業人とし

て自立できるようにする教育のことです。 

サ 

行 

セクシュアル・ 

マイノリティ 

（性的少数派） 

現代社会のなかで「これが普通」、「こうあるべき」だと思わ

れている「性のあり方」に当てはまらない人たちのことを、

まとめて指す総称のことです。一般的に同性愛者、両性愛者、

トランスジェンダー（性同一性障害の当事者含む）の人など

が含まれます。 

性同一性障害 女性なのに、｢本当は男なんだ、男として生きるのがふさわ

しい｣と考えたり、男性なのに｢本当は女として生きるべき

だ｣と確信するなど、生物学的性別と性の自己意識とが一致

しないために、自分の身体的性別に違和感を持つ状態のこと

をいいます。 

セクシュアル・ 

ハラスメント 

相手の意思に反して行われる性的な言動で、身体への不必要

な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れ

る場所へのわいせつな写真の提示など、さまざまな態様のも

のが含まれています。 

タ 

行 

男女雇用機会均等法 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図

るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の

健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とした法

律です。 

デートＤＶ 親密な関係にある婚姻関係にない恋人間に起こるＤＶのう

ち、特に 10 代 20 代の若いカップルの間で起こるＤＶが「デ

ートＤＶ」と呼ばれています。 
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用語 解説 

タ 

行 

ドメスティック・ 

バイオレンス（ＤＶ） 

配偶者（事実婚、元配偶者を含む）や恋人など、親しい関係

にある、または、親しい関係にあった人から受ける暴力のこ

とで、身体的・性的暴力だけでなく、バカにする、何を言っ

ても無視するなどの精神的暴力や、つきあいを制限する、電

話やメールをチェックするなどの社会的暴力、生活費を渡さ

ないなどの経済的暴力が含まれます。 

ナ 

行 

ノーマライゼーション 障がい者や高齢者などを特別な存在としてみるのではなく、

社会の中でほかの人々と同じように、生活・活動することが、

本来あるべき社会の姿であるという、社会福祉の理念のこと

です。 

ハ 

行 

配偶者暴力防止法 配偶者からの暴力にかかる通報、相談、保護、自立支援等の

体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図ることを目的に平成 13 年に施行された法律です。その後、

平成 16 年、19 年、25 年に改正され、平成 25 年の改正では、

生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者

が法律の対象となりました。   

フレックスタイム 労使協定に基づき、労働者が一定の定められた時間帯の中

で、各自の始業時刻と終業時刻を自由に決められる制度で

す。  

ポジティブ・アクション 

（積極的改善措置） 

固定的役割分担意識や過去の経緯から、「管理職の大半が男

性」、「経営者に女性が少ない」などの男女労働者間に生じて

いる差を解消するために、個々の企業が行う自主的かつ積極

的な取り組みのことです。 

マ 

行 

メディア・リテラシー メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセ

スし、活用する能力、メディアを通じてコミュニケーション

する能力の３つを構成要素とする複合的な能力のことです

（メディアとは情報を人々に伝える媒体・手段のことで、主

に新聞・雑誌・テレビなどを指しています）。 

メンタルヘルス 精神面における健康のことで「こころの健康」を意味します。 

ラ 

行 

リプロダクティブ・ 

ヘルス／ライツ 

（性と生殖に関する 

健康と権利） 

1994 年にカイロで開催された国際人口・開発会議において

提唱された概念で、個人が生涯に渡って、主体的に自らの身

体と健康の保持増進と自己決定を図ることと、そのための身

体的・精神的・社会的な諸権利が基本的人権として保障され

ることをいいます。リプロダクティブ・ヘルス／ライツの中

心課題には、「子どもを産むか産まないか、産むなら何時、

何人産むか」選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊

娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれてい

ます。 

ワ 

行 

ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和） 

「仕事」と家庭や地域生活など「仕事以外の生活」の両方を

充実させる生き方のことです。ワーク・ライフ・バランスの

実現に取り組むための基本的理念を示す「ワーク・ライフ・

バランス憲章」では、仕事と生活の調和が実現した社会は、

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕

事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいて

も、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様

な生き方が選択・実現できる社会」とされています。 
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